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様式１－１－１ 中期目標管理法人 年度評価 評価の概要様式 

 

１．評価対象に関する事項 

法人名 独立行政法人国立高等専門学校機構 

評価対象事業年

度 

年度評価 平成 30年度（第 3期） 

中期目標期間 平成 26年度～平成 30年度 

 

２．評価の実施者に関する事項 

主務大臣 文部科学大臣 

 法人所管部局 高等教育局 担当課、責任者 専門教育課、黄地吉隆 

 評価点検部局 大臣官房 担当課、責任者 政策課、塩崎正晴 

 

 

３．評価の実施に関する事項 

 

令和元年 7月 30日 独立行政法人国立高等専門学校機構評価等に関する有識者会合に評価結果案を諮り、意見を聴取した。 

その際、同法人の理事長、役員等からヒアリングを実施し、必要な情報を収集するとともに、監事からの意見聴取も行った。 

 

 

 

４．その他評価に関する重要事項 

 

座長：平川 保博   東京理科大学 副学長 

伊藤 陽子  公認会計士 

井上 光輝  豊橋技術科学大学大学院工学研究科 教授 

丹治 保典  東京工業大学生命理工学院 教授 

   鳥養 映子  山梨大学 名誉教授・客員教授 

本間 弘一  公益社団法人日本工学教育協会 専務理事 

溝上 智恵子 筑波大学 図書館情報メディア系長 
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様式１－１－２ 中期目標管理法人 年度評価 総合評定様式 

 

１．全体の評定 

評定 

（Ｓ、Ａ、Ｂ、Ｃ、

Ｄ） 

Ｂ （参考）本中期目標期間における過年度の総合評定の状況 

２６年度 ２７年度 ２８年度 ２９年度 ３０年度 

Ｂ Ｂ Ｂ Ｂ Ｂ 

評定に至った理由 法人全体に対する評価に示すとおり、全体として中期計画に定められたとおり、概ね着実に業務が実施されたと認められるため。 

 

２．法人全体に対する評価 

法人全体の評価  

以下に示すとおり、一部、中期計画に定められた以上の業務の進捗が認められており、全体として、中期計画に定められたとおり、概ね着実に業務が実施されたと 

認められる。 

○各高専が有する強みや特色、地域社会に求められる役割を再認識するとともに、モデルコアカリキュラムを全学で導入したことは、今後の高専の機能強化に資する。 

○進路支援のためのシステムを活用した情報提供を行う取組などにより、99.7%と高い就職率を維持している。 

○その他、特に重大な業務運営上の課題は検出されておらず、全体として、中期計画に定められたとおり、概ね着実に業務が実施されたと認められる。 

 

全体の評定を行う上で

特に考慮すべき事項 

 

・モンゴル、タイ、ベトナムを中心に、高専教育制度の海外展開を進めており、タイにおいては３１年５月の開校に向けた準備を進めた。さらに、海外の教育機関等との学

術交流協定を増やし、高専教育のグローバル化に取り組んだ。 

・平成 30年 7月に発生した西日本豪雨災害で被害を受けた地域に対しては、商船高専の練習船（広島丸、弓削丸）による被災者への給水やシャワー室の無料開放等の支援を

実施。また、平成 30年 10月に大島大橋への貨物船の衝突による周防大島の断水が発生した際には、練習船（弓削丸）による被災者への給水やシャワー室の無料開放を行

う支援を実施。 

・その他、特に重大な業務運営上の課題は検出されておらず、全体として順調な組織運営が行われていると評価する。 

 

 

３．項目別評価における主要な課題、改善事項など 

項目別評定で指摘した

課題、改善事項 

特になし 

 

その他改善事項 特になし 

 

主務大臣による改善命

令を検討すべき事項 

特になし 

 

 

４．その他事項 

監事等からの意見 特になし 

 

その他特記事項 特になし 
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様式１－１－３ 中期目標管理法人 年度評価 項目別評定総括表様式 

 

中長期目標（中長期計画） 年度評価 項目別

調書№ 

備考 

 

 中長期目標（中長期計画） 年度評価 項目別

調書№ 

備考 

 ２６年

度 

２７年

度 

２８年

度 

２９年

度 

３０年

度 

  ２６年

度 

２７年

度 

２８年

度 

２９年

度 

３０年

度 

Ⅰ．国民に対して提供するサービスその他の業務の質の向上に関する事項  
Ⅱ．業務運営の効率化に関する事項 

 

  
Ｂ Ｂ Ｂ Ｂ Ｂ   

  
 Ｂ Ｂ Ｂ Ｂ Ｂ 2－1 

 

  
Ｂ Ｂ Ｂ Ｂ Ａ １－１ 

 
 

Ⅲ．財務内容の改善に関する事項 
 

 
Ｂ Ｂ Ｂ Ｂ Ｂ １－２ 

   .

 
Ｂ Ｂ Ｂ Ｂ Ｂ ３－１  

 
Ｂ Ｂ Ｂ Ｂ Ｂ １－３ 

  
.  － － － － － ３－２  

 
Ｂ Ｂ Ｂ Ｂ Ｂ １－４ 

  
.  Ｂ Ｂ Ｂ Ｂ Ｂ ３－３  

 

 
Ｂ Ｂ Ｂ Ｂ Ｂ １－５ 

  
.  － － － － － ３－４ 

 

 
Ｂ Ｂ Ｂ Ｂ Ｂ １－６ 

  
Ⅳ．その他の事項 

 
Ｂ Ｂ Ｂ Ｂ Ｂ １－７ 

   
1.  Ｂ Ｂ Ｂ Ｂ Ｂ ４－１  

 
Ｂ Ｂ Ｂ Ｂ Ａ １－８ 

   
2.  Ｂ Ｂ Ｂ Ｂ Ｂ ４－２  

 
Ｂ Ｂ Ｂ Ｂ Ｂ １－９ 
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様式１－１－４－１ 中期目標管理法人 年度評価 項目別評定調書（国民に対して提供するサービスその他の業務の質の向上に関する事項）様式 

 

１．当事務及び事業に関する基本情報 

１―１ １.教育に関する事項 （１）入学者の確保 

業務に関連する政策・施

策 

政策目標４：個性が輝く高等教育の振興 

施策目標４－１：大学などにおける教育研究の質の向上 

当該事業実施に係る根拠（個

別法条文など） 

独立行政法人国立高等専門学校機構法第１２条第１号、第２号 

学校教育法第１１８条 

高等専門学校設置基準第３条の２ 

当該項目の重要度、難易

度 

 

 

関連する政策評価・行政事業

レビュー 

令和元年度行政事業レビュー番号 ０１４４ 

 

 

２．主要な経年データ 

 ①主要なアウトプット（アウトカム）情報  ②主要なインプット情報（財務情報及び人員に関する情報） 

指標等 達成目標 基準値 

（前中期目標期

間最終年度値等） 

２６年度 

 

２７年度 

 

２８年度 

 

２９年度 

 

３０年度 

 

 ２６年度 

 

２７年度 

 

２８年度 

 

２９年度 

 

３０年度 

 

中学生、保護

者、中学校教

諭対象説明

会状況 

毎年度、

前年度実

施件数が

目標 

1,762 1,412 1,385 1,566 1,554 1,518 予算額（千円） 80,952,000 
81,457,144 

(78,144,000)  

80,633,983 

(77,176,173)  

82,309,422 

(78,425,401)  

81,784,401 

( 77,195,943)  

入試広報資

料作成状況 

毎年度、

前年度実

施件数が

目標 

3,356 千部 
2,986 千

部 

3,131 千

部 

2,896 千

部 

2,888 千

部 

2,773 千

部 
決算額（千円） 81,228,921 

82,217,732 

(78,723,441)  

80,026,164 

(76,325,521)  

81,044,041 

(77,236,923)  

82,184,971 

(77,9 93,707)  

体験入学・オ

ープンキャ

ンパス状況 

毎年度、

前年度実

施件数が

目標 

217 230 218 217 225 212 
経常費用（千

円） 
80,862,396 

80,262,247 

(76,984,167)  

80,062,034 

(76,336,708)  

79,991,195 

(76,418,569)  

80,416, 639 

(76, 529, 428)  

小中学校向

けの公開講

座等 

毎年度、

前年度実

施件数が

目標 

584 709 712 789 674 625 
経常利益（千

円） 
81,115,799 

80,326,048 

(75,767,840)  

80,108,192 

(76,168,171)  

80,066,542 

(76,292,033)  

  

80,451, 292 

(76, 440, 525)  

        行政サービス

実施コスト（千

円） 

78,334,967 
72,847,832 

(70,778,600)  

74,759,808 

(72,710,137)  

73,431,694 

(71,284,533)  

73,296, 824 

(70, 816, 961)  

        従事人員数 10,062 9,953 9,746 9,706 9,691 
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３．各事業年度の業務に係る目標、計画、業務実績、年度評価に係る自己評価及び主務大臣による評価 

 中期目標 中期計画 年度計画 主な評価指

標 

法人の業務実績・自己評価 主務大臣による評価 

業務実績 自己評価 

 １ 教育に関す

る目標 

実験・実習・実技

を通して早くか

ら技術に触れさ

せ、技術に興味・

関心を高めた学

生に科学的知識

を教え、さらに

高い技術を理解

させるという高

等学校や大学と

は異なる特色あ

る教育課程を通

し、製造業を始

めとする様々な

分野において創

造力ある技術者

として将来活躍

するための基礎

となる知識と技

術さらには生涯

にわたって学ぶ

力を確実に身に

付けさせること

ができるように

以下の観点に基

づき高等専門学

校の教育実施体

制を整備する。 

 

 

 

 

（１）入学者の

確保 

高等学校や大学

とは異なる高等

専門学校の特性

や魅力につい

て、中学生や中

学校教員、さら

に広く社会にお

ける認識を高め

る広報活動を組

織的に展開する

１ 教育に関す

る事項  

機構の設置する

各国立高等専門

学校において、

別表に掲げる学

科を設け、所定

の収容定員の学

生を対象とし

て、高等学校や

大学の教育課程

とは異なり中学

校卒業後の早い

段階から実験・

実習・実技等の

体験的な学習を

重視した教育を

行い、製造業を

始めとする様々

な分野において

創造力ある技術

者として将来活

躍するための基

礎となる知識と

技術、さらには

生涯にわたって

学ぶ力を確実に

身に付けさせる

ため、以下の観

点に基づき高等

専門学校の教育

実施体制を整備

する。  

 

 

（１）入学者の

確保  

① 中学校長や

中学校 PTA な

どの全国的な組

織への広報活動

を行うととも

に、メディア等

を通じた積極的

な広報を行う。  

 

１ 教育に関す

る事項 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（１）入学者の

確保 

① 全日本中学

校長会、地域に

おける中学校長

会などへの広報

活動を行い、国

立高等専門学校

（以下「高専」と

いう）への理解

を促進するとと

もに、メディア

等を通じ広く社

会に向けて高専

＜主な定量的

指標＞ 

・中学生、保護

者、中学校教諭

対象説明会状

況 

・入試広報資

料作成状況 

・体験入学・オ

ープンキャン

パス状況 

・小中学校向

けの公開講座

等 

 

＜その他の指

標＞ 

・中学校長会

等との連携等

により国立高

専に対する理

解促進が図ら

れているか（そ

の他の指標） 

・マスコミ等

を通じて国立

高専の広報が

図られている

か（その他の指

標） 

・マスコミ等

を通じて国立

高専の広報が

図られている

か（その他の指

標） 

 

＜主要な業務実績＞ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

①－１ 全日本中学校長会等との連携状況 

1) 全日本中学校長会理事会、全国キャリア教育進路指導担当者

等研究協議会などの全国的な会議の場で資料配付を行い、高専

への理解を促進した。 

2) 各高専の所在地域を中心とした中学校長会への参加、教育委

員会や中学校への訪問を通じて、高専の教育の特徴についての

説明や意見交換を行うことで、相互理解を深めた。 

3) 日本人学校へ資料を送付する等広報活動を行い、高専への理

解を促進した。 

 

＜評定＞ 

評定：Ｂ 

 

＜評定根拠＞ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・全日本中学校長会、全

国キャリア教育進路指導

担当者等研究協議会等の

機会を活用し、高専への

理解を促進した。 

 

 

 

 

評定 Ａ 

＜評定に至った理由＞ 

以下に示すとおり、中期目標に定められた以上の業務の達

成が認められるため。 

 

＜評価すべき実績＞ 

・自己評価ではＢ評定であるが、以下のように、評価を引

き上げるべき達成があったと認められる。 

・15歳人口の減少が進む中で、志願者の確保のための取組

を充実させ、積極的に広報活動を行い、入学志願者を増加

させていること（前年度よりも 434名増）、志願倍率を 1.7

倍程度で維持していること、女子学生の志願者数及び入学

者に占める割合を増加させていること(前年度よりも 128

名増、23.11％）は、高く評価できる。 

・国立高専初の女性校長を任用し女子学生の比率向上や育

成に取り組むなど、女子学生等の受け入れを推進するため

の取組を着実に実施していることは、高く評価できる。 

 

＜今後の課題・指摘事項＞ 

・一部の高専で定員割れとなっている。入試関連データの

詳細な分析を通じて、引き続きその原因と対策の検討を行

い、必要な対応策を講じることが必要。 

 

＜その他事項＞ 

－ 
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とともに適切な

入試を実施する

ことによって、

充分な資質を持

った入学者を確

保する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

② 中学生が国

立高等専門学校

の学習内容を体

験できるような

入学説明会，体

験入学，オープ

ンキャンパス等

を充実させ，特

に女子学生の志

願者確保に向け

た取り組みを推

進する。  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

のＰＲ活動を行

う。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

② 各高専にお

ける入学説明

会、体験入学、オ

ープンキャンパ

ス、学校説明会

等の志願者確保

のための取組に

ついて調査し、

その事例を各高

専に周知する。 

 また、女子中

学生向けに、パ

ンフレット等を

活用した広報活

動を行うととも

に、各高専にお

ける女子中学生

の志願者確保に

向けた取組状況

を調査し、その

結果を周知す

る。 

 

 

 

＜評価の視点

＞ 

・今後、15歳人

口の減少が進

む中で、優秀な

学生の確保に

向けた取組を

推進しつつ、留

学生を含め、多

様な学生の受

け入れが期待

される。（平成

29年度評価） 

・一部の高専

で定員割れや

入学志願者倍

率が 1.0 倍に

近いなど、入試

関連データの

詳細な分析を

通じて、必要な

対応策を講じ

ることが必要。

（平成 29年度

評価） 

・入学者（志願

者）確保の取組

について、取組

の量を測定す

るだけでなく、

取組の有用性

等を測定でき

る指標を設定

することが望

ましい。（平成

29年度評価） 

 

 

 

 

 

①－２ メディア等を通じた高専のPR活動 

1)  各高専において地方紙、地方情報誌等に入試案内を掲載する

など、広く社会に向けて高専のPR活動を行った。 

2) SNSを活用した情報発信を 3校が新規開始した。16校（平成

30 年度末）が facebook、Twitter 等の公式サイトを開設して

おり、SNSを活用して情報発信を行うことにより、学生、保護

者、卒業生等との連携強化を行った。 

3） 日本経済新聞社と連携・協力し、日経産業新聞が不定期に発

行する高専特集版「高専に任せろ」の取材に協力した。また、

その記事について、高専機構ウェブサイトからも閲覧できるよ

うにするなど、高専のPRに努めた。 

 

 

 

 

 

 

②－１ 入学説明会等の取組状況 

15 歳人口が減少しており、各地域での学生の確保が困難とな

っていることから、大都市圏での広報が有効との分析に基づき、

平成 30年度に公私立高専とも連携した国公私立高専合同説明会

（主催：国立高等専門学校機構）を秋葉原 UDX GALLERYにて行

い、高専の魅力を発信するとともに、中学生や保護者と意見交換

を行う機会を設けるなど高専の志願者確保に努めた。 

また、各高専における入学説明会、体験入学、オープンキャン

パス等の取組事例を調査し、各高専に共有することによって有効

事例の活用を促し、各高専の取組の充実を図った。 

 

＜入学説明会等の実施状況＞           （回） 

 平成 29年度 平成 30年度 

中学生、保護者、中学校

教諭対象説明会 
1,554  1,518  

体験入学・オープンキ

ャンパス 
225  212  

小中学校向けの公開講

座等 
674  625 

 

＜特色ある有効事例＞ 

【呉高専ミニロボコン大会等の実施（呉高専）】 

・自作した歩行ロボットによりスピードを競い、ロボットに関

する興味を高める目的として、「呉高専ミニロボコン大会」を

 

 

 

・ 16 校で facebook、

Twitter 等の公式サイト

を開設するなど、メディ

ア等を通じて広範な対象

に向けた広報活動を行っ

た。 

・日本経済新聞社と連

携・協力し、日経産業新

聞が不定期に発行する高

専特集記事「高専に任せ

ろ」の取材に協力した。

また、その記事について、

高専機構ウェブサイトか

らも閲覧できるようにす

るなど、高専のPRに努め

た。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・各高専において、中学

生・保護者・中学校教諭

対象説明会を 1,518 回、

体験入学・オープンキャ

ンパスを 212回、小中学

校向けの公開講座等を

625回、それぞれ行った。

また、これらの取組につ

いて調査し、各高専に共

有することによって有効

事例の活用を促し、各高

専の取組の充実を図っ

た。 
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学校見学会に併せて実施し、１位、２位、３位には表彰状と副

賞をアイデア賞、デザイン賞、技術賞には表彰状を授与した。 

・課題内容をスケッチと文章で表現することにより，建築やデ

ザインに興味を持ってもらうことを目的として、中学生を対

象とした「呉高専建築デザインコンクール」を実施し、優秀作

品（最優秀賞１点、優秀賞１点、入選２点）には表彰状と副賞

を高専祭にて授与した。 

 

②－２ 女子学生の志願者確保に向けた取組状況 

1) 平成 29年度「高専ＰＲ_コンテンツコンテスト（パンフレッ

ト部門）」により選ばれた女子高専生が作成した、女子中学生

向けのパンフレット『KOSEN × GIRLS』を活用した高専の PR

活動を行うなど、女子学生の志願者確保に努めた。 

2) 内閣府等主催の「女子中高生向けシンポジウム「進路で人生

どう変わる？理系で広がる私の未来 2018」」に国立高等専門学

校機構ブースを出展し、女子中学生や保護者と意見交換等、高

専の認知度向上に努めた。 

3) 各高専の女子中学生対象の取組事例を調査し、各高専に共有

することによって有効事例の活用を促し、各高専の取組の充実

を図った。 

 

＜特色ある有効事例＞ 

【「学生Café」の開催（茨城高専）】 

 女子志願者確保のため、女子中学生向けの高専ガイドブック

及び高専女子学生・女性教員紹介チラシ、ポスターを作成して、

学校説明会で配布するとともに県内中学校を訪問して配布・掲

示を依頼した。また、一日体験入学、科学セミナー、科学体験

教室など校内・外の各種イベントに本校の女子学生を積極的に

動員し、「高専女子」をPRした。また、一日体験入学では「学

生Café」を開催するなど、女子中学生との交流を通した本校PR

を実施した。 

 

【女性エンジニアの養成を考えるシンポジウムの開催（奈良高

専）】 

「高専女子を増やすには～理工系の進路選択について～」を

テーマに全国の高専の教職員や教育関係者を対象としたシン

ポジウムを開催し、女子学生の志願者獲得の拡大に向けた講

演、女性エンジニア養成に関する各高専の優れた取組の共有等

を行った。 

 

③  広報パンフレット等の作成状況 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・平成29年度に実施した

「高専ＰＲ_コンテンツ

コンテスト（パンフレッ

ト部門）」を行い、コンテ

ストにより選ばれた女子

中学生向けのパンフレッ

ト『KOSEN × GIRLS』を

活用した高専の PR活動

を行うなど、女子学生の

志願者確保に努めた。 

・内閣府等主催の「女子

中高生向けシンポジウム

「進路で人生どう変わ

る？理系で広がる私の未

来 2018」」に国立高等専

門学校機構ブースを出展

し、女子中学生や保護者

と意見交換を行う機会を

図る等、高専の認知度向

上に努めた。 

・各高専の女子中学生対

象の取組事例を調査し、

各高専に共有することに

よって有効事例の活用を

促し、各高専の取組の充

実を図った。 
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③ 中学生やそ

の保護者を対象

とする各高等専

門学校が活用で

きる広報資料を

作成する。  

 

 

 

 

 

 

 

④ ものづくり

に関心と適性を

有する者など国

立高等専門学校

の教育にふさわ

しい人材を的確

に選抜できるよ

うに適切な入試

を実施する。  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

⑤ 入学者の学

力水準の維持に

努めるととも

に、女子学生等

の受入れを推進

し、入学志願者

の質を維持す

る。 

③広報パンフレ

ット等について

は、引き続き、ス

テークホルダー

を意識した、各

高専が広く利用

出来るものとな

るものを作成す

る。 

 

 

 

 

④ 高専教育に

ふさわしい人材

を的確に選抜で

きるよう、中学

校教育の内容を

十分に踏まえた

うえで良質な試

験問題を作成

し、なおかつ正

確で公正な試験

を実施する。ま

た、高専教育に

ふさわしい人材

を的確に選抜す

るための多様な

入学選抜方法の

実施を促進す

る。 

 

⑤ 各高専・学科

における学力水

準の維持及び女

子学生等の受入

れを推進するた

めの取組及び志

願者確定のため

の取組を調査

し、その事例を

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1)  入試広報パンフレット『「高専」という選択』を活用し、高

専のPR活動を行い、高専の認知度向上につながった。 

2) 各高専において、それぞれの特色を掲載したパンフレットや

DVD（映像資料）などの入試広報資料を作成し、入学説明会、

体験入学、オープンキャンパス等で配付した。 

＜入試広報資料の作成状況＞          （千部） 

平成 29年度 平成 30年度 

2,888 2,773 

 

 

 

 

④ 入学者選抜方法改善の検討状況 

1） 平成 29年度（平成 30年度入試）から開始した北海道内４

高専（函館・苫小牧・釧路・旭川）の複数校受験（北海道内４

高専の全ての学科を併願）を実施した。 

2) 平成 28年度入学者選抜からマークシート方式による入学者

選抜統一学力検査を引き続き実施し、実施後の各高専へのアン

ケート調査を踏まえ、採点方法等の見直し及び監督要領等の改

訂を行った。 

3) 平成 28年度に帰国子女の受入れを推進したことにより、平

成 31年度入学者選抜において、帰国子女特別選抜を 39校で実

施した。（平成 30年度帰国子女特別選抜：23校） 

 

 

 

 

 

 

 

 

⑤－１ 入学者の学力水準の維持に関する取組状況 

  各高専における入学者の学力水準維持に関する取組を調査し、

各高専に共有することによって有効事例の活用を促し、各高専の

取組の充実を図った。 

 

＜特色ある有効事例＞ 

【B.A.C.E.試験の実施（佐世保高専）】 

１年生の入学当初４月にB.A.C.E.試験（ELPA：英語運用評価

協会）を実施する等、英語の学力水準を測った。B.A.C.E テス

トは、「文法・語彙」、「リーディング」、「リスニング」の３分野

 

・入試広報パンフレット

『「高専」という選択』を

活用し、高専のPR活動を

行い、高専の認知度向上

に努めた。また、各高専

において、入試広報資料

について媒体の見直しを

行い、2,773 千部作成し、

入学説明会、体験入学、

オープンキャンパス等で

配付した。 

 

 

 

 

 

 

・平成28年度入学者選抜

から導入したマークシー

ト方式による入学者選抜

統一学力検査を引き続き

実施し、実施後の各高専

へのアンケート調査を踏

まえ、採点方法等の見直

し及び監督要領等の改訂

を行い、採点に係る業務

の効率化などの更なる業

務改善につなげることが

できた。 

 

 

 

・各高専・学科における

学力水準の維持及び女子

学生等の受入れを推進す

るための取組及び志願者

確保のための取組を調査

し、各高専に共有するこ

とによって有効事例の活

用を促し、各高専の取組
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各高専に周知す

る。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

で構成されており、「文法・語彙」と「リスニング」において前

年度の平均点を５点程上回った。「リーディング」においては大

きな差はなかった。 

※B.A.C.Eテストは、「文法・語彙」、「リーディング」、「リス

ニング」の３分野で構成されている。 

 

⑤－２ 女子学生等の受入れを推進するための取組状況 

1) 内閣府等主催の「女子中高生向けシンポジウム「進路で人生

どう変わる？理系で広がる私の未来 2018」」に国立高等専門学

校機構ブースを出展し、女子中学生や保護者と意見交換を行う

等、高専の認知度向上に努めた。（再掲） 

2)  各高専の女子中学生対象の受入れを推進するための取組事

例を調査し、各高専に共有することによって有効事例の活用を

促し、各高専の取組の充実を図った。 

3) 高専の中長期的な施設整備計画として策定した「施設 5か年

計画」の柱の一つとして掲げた「理工系女性人材の育成への対

応」を推進すべく、12校において、校舎等を改修し女子学生の

利用するトイレを新たに設置又はリニューアルするなど女子

学生の修学環境の改善を図った。また、寄宿舎の男子学生用居

室を女子学生用居室へ変更し、女子学生用の居室を確保するな

ど女子学生の受入推進に資する取組を実施した。 

 

 

 

 

4)  タイのプリンセスチュラポーン・サイエンスハイスクールか

ら優秀な留学生をタイ政府奨学金留学生として本科１年次か

ら受け入れる新たな留学生受入れプログラムを開始し、3名を

受け入れたほか、海外の日本人学校に対するＰＲ活動を継続的

に実施している。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

の充実を図った。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・12校において、校舎等

を改修し女子学生の利用

するトイレ新たに設置又

はリニューアルするなど

女子学生の修学環境の改

善を図った。また、寄宿

舎の男子学生用居室へ変

更し、女子学生用の居室

を確保するなど女子学生

の受入推進に資する取組

を実施した。 

・タイのプリンセスチュ

ラポーン・サイエンスハ

イスクールからの優秀な

留学生を本科 1年次から

受入れる新たな留学生受

入れプログラムを開始

し、3 名を受け入れたほ

か、海外の日本人学校に

対するＰＲ活動を継続的

に実施している。平成 31

年度においては、受入校

の 6 校への拡大にあわ

せ、英語による講義実施
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5） 学生支援担当教職員研修を実施することで、発達障害の学

生支援体制を強化している。 

 

＜特色ある有効事例＞ 

【女性エンジニアリーダー養成枠（奈良高専）】 

 政府の男女共同参画の観点から、高等教育機関の研究者の採

用にあたっては女性比率を自然科学系全体として（平成 32 年

度までに）30％をめざすことを謳っており、国立高専初の女性

校長を置く奈良高専において、女子学生の比率を将来的には

30％を目指し、女子学生比率の向上と女性エンジニアリーダー

の育成に取り組むため、「女性エンジニアリーダー養成枠」とい

う新しい入試制度を設け、45人の女子学生を確保することがで

きた。（うち、26 人が新たな養成枠による推薦入学者。女子学

生は前年度 12人増。） 

 

【Robogals Kagoshimaの設立（鹿児島高専）】 

 工学分野に興味を持つ女子を育てることを目的にオースト

ラリアで設立された Robogals というボランティア団体の、日

本で三番目の支部として平成 29年度にRobogals Kagoshimaを

設立した。昨年度に引き続き、小中学生を対象としたワークシ

ョップの開催等を通して、工学知識を活用する楽しさを小中学

生に伝えている。（女子学生は前年の 14人増） 

 

 

 

 

 

 

 

⑤－３ 志願者の確保のための取組状況 

1) 各高専において高専の特徴、進路状況、学生生活などの内容

について、中学生及び保護者に対して積極的な広報活動を行

い、高専への理解を促進した。 

2) 15 歳人口が減少しており、各地域での学生の確保が困難と

なっていることから、地域の特徴を活かしつつ大都市圏での広

報が有効との分析に基づき、公私立高専とも連携した国公私立

高専合同説明会（主催：国立高等専門学校機構）を秋葉原UDX 

GALLERYにて行い、高専の魅力を発信するとともに、中学生や

保護者と意見交換を行う機会を設けるなど高専の志願者確保

に努めた。 

3) 北海道地区の志願状況の分析を行い、受験生の利便性を確保

も拡大することを予定し

ている。今後も留学生を

含めた多様な学生の受入

れに努める。 

・学生支援担当教職員研

修を実施することで、発

達障害の学生支援体制を

強化している。 

・女子学生比率向上と女

性エンジニアリーダーの

育成のため「女性エンジ

ニアリーダー養成枠」と

いう新しい入試制度を設

け、女子学生の受入れの

増加に繋がっている。 

 

 

 

 

・昨年度からのRobogals 

Kagoshimaの活動によ

り、理系女子のPR活動を

行っており、女子学生の

受入の増加に繋がってい

る。 

・「女性エンジニアリー

ダー養成枠」、「Robogals 

Kagoshima」といった取組

は女子学生の受入の増加

に繋がっており、今後も

各高専の地域の特性等を

活かした学生の確保を進

めていくことが期待され

る。 

・入学者確保の対応策と

して、瀬戸内 3商船高専

と北海道内４高専におい

て複数校受験を行ってい

る他、平成 30年度におい

ては、国立高等専門学校

機構が主催する国公私立
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するため、平成 31年度入学者選抜も引き続き北海道内４高専

複数校志望受験制度を、全学科併願制で実施し、定員確保に努

めた。 

4) 各高専の入学志願者確保のための取組事例を調査し、有効事

例を各高専にフィードバックすることにより、各高専の取組を

充実させた。 

5) 入学者の志望動機に関するアンケートを活用して、取組の有

用性等を測定する指標を入学試験専門部会にて検討し、今後の

高専志願者獲得に向けた参考資料に資することとしている。 

＜特色ある有効事例＞ 

【入試説明懇談会等の実施（宇部高専）】 

県内 7地区における入試説明懇談会及び県内 3高専合同学校

説明会にて、中学生とその保護者、進路担当教諭に対して学校・

学科紹介や入試に関する説明を実施した。オープンキャンパス

では在校生による中学生との懇談会の実施、海外派遣への取り

組み紹介に加えて、平成 30 年度に初めて女子中学生を対象と

した相談会を実施した。また、ウェブサイトのイベント情報や

入試情報などのコンテンツを定期的に更新し、新鮮な情報を発

信するとともに、中学校進学説明会等にて 4学期制を活用した

国際交流、長期インターンシップへの参加可能性および地域課

題解決型地域教育などの世界・社会との関りを強化する教育シ

ステムを積極的にアピールした。 

 

6)  平成31年度入学者選抜における入学志願者は、16,315名（男

子 12,831名、女子 3,484 名）となり、昨年度に比べて 434名

増加し、入学定員に対する志願倍率においては 1.74 倍であり、

昨年度に比べて 0.04 上昇した。なお、入学者に占める女子学

生の割合は平成 30 年度の 21.79％から 1.32 ポイント上昇し

23.11％となり、いずれも 20％を超えている。 

 

＜入学志願者数の状況＞  

 平成 30年度 

入学者選抜 

平成 31年度 

入学者選抜 

入学志願者数（名） 15,881名 16,315名 

 男子 12,649名 12,831名 

 女子 3,232 名 3,484 名 

女子学生の割合 20.35％ 21.35％ 

志願倍率（倍） 1.70 倍 1.74 倍 

 

＜入学者数の状況＞  

 平成 30年度 平成 31年度 

高専合同説明会を秋葉原

UDX GALLERYにて行い、

高専の認知度・理解度の

向上に努めた。なお、入

学定員に対する志願倍率

は 1.74 倍であり、入学志

願者数に占める女子学生

の割合及び入学者数に占

める女子学生の割合は、

23.11%となっており、前

年度よりも増加してい

る。 

・入学者の志望動機に関

するアンケートを活用し

て、取組の有用性等を測

定する指標を入学試験専

門部会にて検討してい

る。 
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入学者選抜 入学者選抜 

入学者数（名） 9,690 名 9,687 名 

 男子 7,579 名 7,448 名 

 女子 2,111 名 2,239 名 

女子学生の割合 21.79％ 23.11％ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

４．その他参考情報 

特になし 
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様式１－１－４－１ 中期目標管理法人 年度評価 項目別評定調書（国民に対して提供するサービスその他の業務の質の向上に関する事項）様式 

 

１．当事務及び事業に関する基本情報 

１－２ １.教育に関する事項 （２）教育課程の編成等 

業務に関連する政策・施

策 

政策目標４：個性が輝く高等教育の振興 

施策目標４－１：大学などにおける教育研究の質の向上 

当該事業実施に係る根拠（個

別法条文など） 

独立行政法人国立高等専門学校機構法第１２条第１号、第２号 

学校教育法第１１５条、第１１６条、第１１９条 

高等専門学校設置基準第２条～第４条、第１５条～第２１条、第２７条の３ 

当該項目の重要度、難易

度 

 関連する政策評価・行政事業

レビュー 

令和元年度行政事業レビュー番号 ０１４４ 

 

 

２．主要な経年データ 

 ①主要なアウトプット（アウトカム）情報  ②主要なインプット情報（財務情報及び人員に関する情報） 

指標等 達成目標 基準値 

（前中期目標期間

最終年度値等） 

２６年度 

 

２７年度 

 

２８年度 

 

２９年度 

 

３０年度 

 

 ２６年度 

 

２７年度 

 

２８年度 

 

２９年度 

 

３０年度 

 

学校再編状況 前中期目

標期間に

再編して

いない学

校 数 (45

校) 

－ 2 5 15 20 21 予算額（千円） 80,952,000 
81,457,144 

(78,144,000)  

80,633,983 

(77,176,173)  

82,309,422 

(78,425,401)  

81,784,401 

( 77,195,943)  

学習到達度試

験受験者数 

原則第３

学年の全

在籍学生 

9,453 9,376 9,362 9,389 9,302 － 決算額（千円） 81,228,921 
82,217,732 

(78,723,441)  

80,026,164 

(76,325,521)  

81,044,041 

(77,236,923)  

82,184,971 

(77,9 93,707)  

        
経常費用（千円） 80,862,396 

80,262,247 

(76,984,167)  

80,062,034 

(76,336,708)  

79,991,195 

(76,418,569)  

80,416, 639 

(76, 529, 428)  

        
経常利益（千円） 81,115,799 

80,326,048 

(75,767,840)  

80,108,192 

(76,168,171)  

80,066,542 

(76,292,033)  

 80,451, 292 

(76, 440, 525)  

        行政サービス実施

コスト（千円） 
78,334,967 

72,847,832 

(70,778,600)  

74,759,808 

(72,710,137)  

73,431,694 

(71,284,533)  

73,296, 824 

(70, 816, 961)  

        従事人員数 10,062 9,953 9,746 9,706 9,691 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



14 

 

 

 

 

３．各事業年度の業務に係る目標、計画、業務実績、年度評価に係る自己評価及び主務大臣による評価 

 中期目標 中期計画 年度計画 主な評価指

標 

法人の業務実績・自己評価 主務大臣による評価 

業務実績 自己評価 

 （２）教育課程

の編成等 

 

産業構造の変化

や技術の高度

化、少子化の進

行、社会・産業・

地域ニーズ等を

踏まえ、本法人

本部がその機能

を発揮し、イニ

シアティブを取

って、専門的か

つ実践的な知識

と世界水準の技

術を有し、自律

的、協働的、創造

的な姿勢でグロ

ーバルな視点を

持って社会の諸

課題に立ち向か

う科学的思考を

身につけた実践

的・創造的技術

者を養成するた

め、51校の国立

高等専門学校の

配置の在り方の

見直し及び学科

再編、専攻科の

充実等を行う。

またその際、

個々の高等専門

学校の地域の特

性を踏まえ、教

（２）教育課程

の編成等 

 

 

 

 ① 産業構造の

変化や技術の高

度化、少子化の

進行、社会・産

業・地域ニーズ

等を踏まえ、法

人本部がその機

能を発揮し、イ

ニシアティブを

取って、専門的

かつ実践的な知

識と世界水準の

技術を有し、自

律的、協働的、創

造的な姿勢でグ

ローバルな視点

を持って社会の

諸課題に立ち向

かう、科学的思

考を身につけた

実践的・創造的

技術者を養成す

るため、51校の

国立高等専門学

校の配置の在り

方の見直し及び

学科再編、専攻

科の充実等を行

う。またその際、

個々の高等専門

（２）教育課程

の編成等 

 

 

 

①- 1  産業構造

の変化や技術の

高度化、少子化

の進行、社会・産

業・地域ニーズ

等を踏まえ、本

法人本部がイニ

シアティブを取

って、51校の国

立高等専門学校

の配置の在り方

の見直しや学科

再編、専攻科の

充実等を検討す

る。またその際

には、個々の高

等専門学校の地

域の特性を踏ま

え、教育研究の

個性化、活性化、

高度化をより一

層進展するよう

配慮する。 

 

 

 

 

 

 

 

＜主な定量的

指標＞ 

・学科再編等

の実施件数 

・学習到達度

試験の受験者

数 

 

＜その他の指

標＞ 

・外部有識者

や各学校の参

画を得た調査

研究等を通じ

て、学科の改

組・再編、教育

課程の整備に

ついて検討・実

施したか。（そ

の他の指標） 

・教育改善を

促進する体制

づくりに向け

た取組がなさ

れているか。

（その他の指

標） 

・学習到達度

試験の結果を

踏まえ、教育改

善に向けた取

組がなされて

いるか。（その

他の指標） 

・TOEIC等外部

＜主要な業務実績＞ 

 

 

 

 

①－１ “KOSEN（高専） 4.0”イニシアティブ事業の実施状況 

“KOSEN（高専） 4.0”イニシアティブ事業を平成 30年度にお

いても引き続き実施し、「新産業を牽引する人材育成」、「地域へ

の貢献」、「国際化の加速・推進」の 3つの方向性を軸に各高専の

強み・特色を伸長するとともに、地域の産業界における人材需要

等を踏まえて、PBL授業や社会実装教育等を活用し、地域課題の

解決を目指した教育体制の整備に取り組んでいる。 

 

＜特色ある有効事例＞ 

【「函館水産海洋工学人材」の育成と持続的な海洋資源確保・社

会実装を通した地域貢献（函館高専）】 

函館の海に関わる水産科学、AI 技術を工学を通して社会実装

する「水産海洋工学」により、函館水産資源の産業化を推進し、

高付加価値製品の開発や水産海洋工学人材の育成等に取り組む

ことで、地域水産企業の活性化に貢献する。 

 

【Society5.0 世代のモビリティシステムを支える多峰型スマー

トエンジニア育成プログラム（一関高専）】 

 自動車、人間工学、情報工学等の複合的なテーマをアクティブ

ラーニングで学ぶことにより、Society5.0 を支える分野横断的

な技術者意識の醸成とスキルを身に付ける。  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

＜評定＞ 

評定：Ｂ 

 

＜評定根拠＞ 

 

・“KOSEN（高専） 4.0”

イニシアティブ事業の実

施により、「新産業を牽引

する人材育成」、「地域へ

の貢献」、「国際化の加速・

推進」の 3つ方向性を軸

に各高専の強み・特色を

伸長するとともに、地域

の産業界における人材需

要等を踏まえて、PBL授

業や社会実装教育等を活

用し、地域課題の解決を

目指した教育体制の整備

に取り組んでいる。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

評定 Ｂ 

＜評定に至った理由＞ 

中期計画に定められたとおり、概ね着実に業務が実施され

たと認められるため。 

自己評価書の「Ｂ」との評価結果が妥当であると確認でき

た。 

 

＜今後の課題・指摘事項＞ 

－ 

 

＜その他事項＞ 

（有識者からの意見） 

・昨年度からの“KOSEN（高専）4.0”イニシアティブ事業

は、３つの観点「新産業を牽引する人材育成」「地域への貢

献」「国際化の加速・推進」について各高専の強み・特色を

伸張することを目的とし、すでに有効な事例が報告されて

おり評価できる。事業目標に対し長期的かつ着実に PDCA

を回すことが求められる。 

・外国人教員の任用、オンライン英会話の導入など英語力

向上に向けた取組がなされた。 

・全高専において学生による授業評価が実施され、教員自

ら授業を客観的に分析できる環境が整備された。 

・ロボコンをはじめ様々な競技会やコンテストが開催さ

れ、学生の意欲向上に貢献している点を評価したい。各競

技会やコンテストの参加者数もエビデンスとして必要であ

ろう。 

・専攻科の教育内容や教育実態が、事業報告書において外

部者にも「見える化」していただきたい。 

 



15 

 

育研究の個性

化、活性化、高度

化がより一層進

展するよう配慮

する。 

なお、その前提

となる社会・産

業・地域ニーズ

等の把握に当た

っては、法人本

部がイニシアテ

ィブを取ってニ

ーズ把握の統一

的な手法を示す

こととする。 

さらに、高等

教育機関として

の専門教育の充

実や技術者とし

て必要とされる

英語力を伸長さ

せることはもと

より、高等学校

段階における教

育改革の動向も

踏まえた「確か

な学力」の向上

を図るべく、高

等専門学校にお

ける教育課程の

不断の改善を促

すための体制作

りを推進する。 

このほか、全国

的な競技会の実

施への協力など

を通して課外活

動の振興を図る

とともに、ボラ

ンティア活動な

ど社会奉仕体験

学校の地域の特

性を踏まえ、教

育研究の個性

化、活性化、高度

化がより一層進

展するよう配慮

する。 

  また、その前

提となる社会・

産業・地域ニー

ズ等の把握に当

たっては、法人

本部がイニシア

ティブを取って

ニーズ把握の統

一的な手法を示

す。  

 

 

 

② 各分野にお

いて基幹的な科

目について必要

な知識と技術の

修得状況や英語

力を把握し、教

育課程の改善に

役立てるため

に、学習到達度

試験を実施し、

試験結果の分析

を行うとともに

公表する。また、

英語について

は、TOEIC など

を積極的に活用

し、技術者とし

て必要とされる

英語力を伸長さ

せる。  

 

 

 

 

 

 

 

 

①- 2 学科や専

攻科の改組にお

ける、社会・産

業・地域ニーズ

等の把握に当た

っては、法人本

部がイニシアテ

ィブを取ってニ

ーズ把握の統一

的な手法を示

し、各高専と検

討する。 

 

② 教育の改善

に資するため、

基幹的な科目で

ある「数学」、「物

理」に関し、学生

の学習到達度を

測定するための

各高専共通の

「学習到達度試

験」を実施する。

また、その試験

結果についてＨ

Ｐにて公表を行

う。「英語」につ

いては、各高専

における TOEIC

等外部英語試験

の活用状況等を

調査し、その事

例を各高専に周

知する。また、英

試験の利用等

を通じた英語

力の向上が図

られているか。

（その他の指

標） 

・卒業生も含

めた学生から

の評価を教育

改善に活用す

る方策がとら

れているか。

（その他の指

標） 

・コンテスト

等学生が学習

成果を発揮す

る機会の提供

を通じた能力

の向上が図ら

れているか。

（その他の指

標） 

・様々な体験

活動の実績・状

況を調査・分析

し、また各学校

における実施

を推進したか。

（その他の指

標） 

 

＜評価の視点

＞ 

・引き続き、地

域の産業界に

おける人材需

要等を踏まえ

た、教育体制の

整備に取り組

んでもらいた

 

 

 

 

 

 

 

①－２ 学科改組等の状況 

学科及び専攻科の改組を進める際には、各高専の入学志願者状

況や地域の産業界における人材需要等の状況を法人本部が各高

専に調査をするよう要請した上で、検討を行っている。1校（鳥

羽商船高専）において専攻科の改組を行い、平成 30年 4月から

新たな専攻での学生の受入れを開始した。   

 

 

 

 

 

 

 

②－１ 学習到達度試験のCBT型への発展的移行 

学習到達度試験で実施していた「数学」「物理」に加えて、新

たに「化学」を追加した３科目で、モデルコアカリキュラムの学

習内容と到達目標に対応したCBT(Computer Based Testing) を全

高専で実施し、延べ約 5万人が受検した。受検結果は、各高専で

の学生の到達度に基づく学習指導やカリキュラムの見直し、授業

改善等に活用した。 

 

 

 

 

 

 

 

 

②－２ TOEICの活用状況 

1) TOEICは全 51校において取り入れられ、単位認定・科目免

除・学業成績・入試成績への反映等、積極的に活用されている。

また、目標スコアの設定、対策授業・補習の実施、表彰・奨励

制度の導入、オンライン英会話の導入等、各高専において、ス

コアアップに向けた方策・指導等の工夫を行っている。 

 

 

 

 

 

 

 

・学科及び専攻科の改組

を進める際には、各高専

の入学志願者や地域の産

業界における人材需要等

の状況を法人本部が各高

専に調査をするよう要請

した上で、検討を行って

いる。平成 30年度におい

ては、1 校（鳥羽商船高

専）が専攻科の改組を行

った。 

 

 

 

・学習到達度試験で実施

していた「数学」「物理」

に加えて、新たに「化学」

を追加した 3科目で、モ

デルコアカリキュラムの

学習内容と到達目標に対

応 し た CBT(Computer 

Based Testing) を全高専

で実施し、延べ約 5万人

が受検した。受検結果は、

各高専での学生の到達度

に基づく学習指導やカリ

キュラムの見直し、授業

改善等に活用した。 

 

・TOEICは全 51高専にお

いて取り入れられ、単位

認定・科目免除・学業成

績・入試成績への反映等、

積極的に活用されてい
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活動や自然体験

活動を始め 「豊

かな人間性」の

涵養を図るべ

く、様々な体験

活動の機会の充

実に努める。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

③ 卒業生を含

めた学生による

適切な授業評

価・学校評価を

実施し、その結

果を積極的に活

用する。 

 

 

 

 

 

 

 

語能力向上に向

けた外部英語試

験結果について

調査を実施す

る。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

③教育活動の改

善・充実に資す

るため、在学生

による授業評価

の調査を実施

し、教員にフィ

ードバックす

る。 

 

 

 

 

 

 

い。（平成 29年

度評価） 

・取組の実施

（インプット）

による自己評

価が目立つが、

取組を通じて

どのような成

果が得られた

のか。具体的な

アウトプット、

アウトカムの

記載に努める

こと。（平成 29

年度評価） 

 

 

 

2)  また、各高専における TOEICをはじめ、英検、工業英検等の

活用状況及びスコア、合格者数の調査を行い、各高専に共有す

ることによって有効事例の活用を促し、各高専の取組の充実を

図った。 

 

 

③ 学生による授業評価の活用状況 

1) 全 51校において教育の質の向上を目的として、学生による

授業評価を実施しており、教員が自ら授業を客観的に分析でき

るよう、まとめられた評価結果をフィードバックした。 

2) 教員の授業内容・方法について共有し、相互授業参観、意見

交換会、FD研修会等を実施し、授業改善に繋げた。また、授業

評価の高い教員に対しては、表彰制度を設ける等、モチベーシ

ョンのアップにも取り組んだ。 

 

 

 

 

 

 

 

＜特色ある有効事例＞ 

【オンラインシステムの導入（東京高専）】 

オンライン英文校正システムを活用した英作文指導、スカイ

プを利用したオンライン英会話の導入等、インターネットを利

用した英語力向上の取組を実践している。 

 

【ネイティブスピーカーによる英語授業の実施（徳山高専）】 

 低学年（１～３年）に必修のネイティブスピーカーによる英

会話授業、５年・専攻科にも英会話授業を実施する等、英語運

用能力を養成している。また、昼休みにネイティブスピーカー

と英語で語らう場の設置、市中心部のサテライトキャンパスに

外国人市民の参加した「いんぐりっしゅるーむ」を設け、英語

に触れる機会を創出している。 

 

【英語教育に実績のある大学との連携（秋田高専）】 

 国際教養大学の協力による English Village ( 国際教養大学

近くのホテルに宿泊し、8時 30分から 20時まで英語による表

現能力、コミュニケーションを中心に国際教養大学の学生と留

学生が主にグループワークを通じて英語で指導する３日間プ

ログラム）を本科２年生で実施。 

る。 

・各高専における TOEIC

をはじめ、英検、工業英

検等の活用状況等の活用

状況及びスコア、合格者

数の調査を行い、各高専

に共有することによって

有効事例の活用を促し、

各高専の取組の充実を図

った。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・全51校において教育の

質の向上を目的として、

学生による授業評価を実

施しており、教員が自ら

授業を客観的に分析でき

るよう、まとめられた評

価結果をフィードバック

した。 

・教員の授業内容・方法

について共有し、相互授

業参観、意見交換会、FD

研修会等を実施し、授業

改善に繋げた。また評価
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④ 公私立高等

専門学校と協力

して、スポーツ

などの全国的な

競技会やロボッ

トコンテストな

どの全国的なコ

ンテストを実施

する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

④ 公私立高等

専門学校と協力

して、学生の意

欲向上や高専の

イメージの向上

に資する「全国

高等専門学校体

育大会」や、「全

国高等専門学校

ロボットコンテ

スト」、「全国高

等専門学校プロ

グラミングコン

テスト」、「全国

高等専門学校デ

ザインコンペテ

ィション」「全国

高等専門学校英

語プレゼンテー

ションコンテス

ト」等の全国的

な競技会やコン

テストを実施す

る。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

④ 全国的な競技会・コンテスト 

1)  一般社団法人全国高等専門学校連合会が主催する以下の全

国的な競技会・コンテストに公私立高専と協力の上で、活動を

支援した。学生は競技会・コンテストに参加することにより、

発想の柔軟性や豊かな想像力の習得に留まらず、期限や予算等

の制約の下で、専門性を異にする学生がチームワークを発揮し

て目的を達成する等の経験を積むことにより、社会が求める実

践的な能力の向上を図っている。 

(ｱ)  全国高等専門学校体育大会（昭和 42年～） 

学生に広くスポーツ実践の機会を与え、心身ともに健康な

学生を育成するとともに高専相互の親睦を図ることを目的と

して開催。平成 30年度は、陸上競技、バスケットボールをは

じめ 14 種目を行い、全高専から約 3,600 名の学生が参加し

た。 

(ｲ)  アイデア対決・全国高等専門学校ロボットコンテスト（通

称：高専ロボコン）（昭和 63年～） 

    ロボットの設計や製作を通じ、学生の創造力や開発力を競

うことを目的として開催。平成 30年度は、2台のロボット（手

動・自動）が様々なアイデアを駆使し、8つのテーブルにペッ

トボトルを立て得点を競う『ボトルフリップ・カフェ』を競

技課題とし、8つの地区大会を勝ち抜いた 25チームが自ら作

成したロボットで競い合った。 

(ｳ)  全国高等専門学校プログラミングコンテスト（通称：プロ

コン）（平成 2年～） 

  プログラミングの経験を生かして情報処理技術における優

れたアイデアと実現力を競い合うコンテストを開催した。 

(ｴ)  全国高等専門学校デザインコンペティション（通称：デザ

コン）（平成 16年～） 

   土木、建築、環境系の学科の学生を中心として、橋の強度や

デザインの美しさを競う「構造デザイン」や、地方創生をテー

マにビジネスモデルを提案する「創造デザイン」など 5部門で、

生活環境関連のデザインや設計等を競い合った。 

(ｵ)  全国高等専門学校英語プレゼンテーションコンテスト（通

称：プレコン）（平成 19年～） 

    英語力向上策の一環として、国際感覚豊かな技術者の育成

に寄与することを目的として開催しているコンテストで、も

のづくりや科学技術に関するスピーチやプレゼンテーション

が多く行われた。 

2)  その他の団体等が主催等する以下のコンテストについても

の高い教員に表彰制度を

設ける等、モチベーショ

ンのアップにも取り組ん

だ。 

 

・一般社団法人全国高等

専門学校連合会が主催す

る全国的な競技会・コン

テストに公私立高専と協

力し、活動を支援した。

学生は競技会・コンテス

トに参加することによ

り、発想の柔軟性や豊か

な想像力の習得に留まら

ず、社会が求める実践的

な能力の向上を図った。 
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⑤ ボランティ

ア活動などの社

会奉仕体験活動

や自然体験活動

などの様々な体

験活動の実績を

踏まえ、その実

施を推進する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

⑤ 各高専にお

けるボランティ

ア活動など社会

奉仕体験活動や

自然体験活動な

どの様々な体験

活動のうち、特

色ある取組およ

びコンテンツ総

合データベース

を活用して各高

専に周知する。 

協力・実施等した。 

(ｱ)  地域防災力向上チャレンジ（平成 30年～） 

全国に所在する高専を我が国の防災科学技術の発展に活か

すことを目的とした防災科学技術研究所と国立高等専門学校

機構との連携・協力協定に基づき、高専学生及び教職員を対

象としてコンテストを開催した。地域の防災力・減災向上に

役立てるアイデアを提案し、アイデアを検証した結果のプロ

セスや実現性等を競い合った。 

(ｲ)  全国高等専門学校ディープラーニングコンテスト（通称：

DCON） 

高専生の優れた技術力を社会が求める AI 人材の育成につ

なげることを目的として、日本ディープラーニング協会、日

本経済新聞社と連携・協力し、「ものづくりの技術」と「ディ

ープラーニング」をテーマとする「事業性」を競うコンテス

トの開催に向け、参加学生の募集を行った。（コンテストは平

成 31年 4月に開催。） 

 

⑤ 社会奉仕活動等の体験活動の実施状況 

社会奉仕活動（近隣地域での清掃活動や施設への慰問活動等）は約

15,300 名の学生が参加し、自然体験活動（校外での合宿研修や体

験プログラムへの参加等）は約 7,700 名の学生が参加した。 

 

 

 

・一般社団法人全国高等

専門学校連合会との連携

だけでなく、平成 30年度

には防災科学技術研究所

や日本ディープランニン

グ協会と新たに「地域防

災力向上チャレンジ」や

「全国高等専門学校ディ

ープラーニングコンテス

ト」を開催することに協

力し、高専生の社会が求

める専門的かつ実践的な

能力の向上を図った。 

 

 

 

 

・各高専で社会奉仕体験

活動や自然体験活動など

の様々な体験活動を実施

した。 

 

 

４．その他参考情報 

特になし 
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様式１－１－４－１ 中期目標管理法人 年度評価 項目別評定調書（国民に対して提供するサービスその他の業務の質の向上に関する事項）様式 

 

１．当事務及び事業に関する基本情報 

１－３ １.教育に関する事項 （３）優れた教員の確保 

業務に関連する政策・施

策 

政策目標４：個性が輝く高等教育の振興 

施策目標４－１：大学などにおける教育研究の質の向上 

当該事業実施に係る根拠（個

別法条文など） 

独立行政法人国立高等専門学校機構法第１２条第１号 

学校教育法第１２０条 

高等専門学校設置基準第１０条の２～第１４条、第１７条の４ 

当該項目の重要度、難易

度 

 関連する政策評価・行政事業

レビュー 

令和元年度行政事業レビュー番号 ０１４４ 

 

 

２．主要な経年データ 

 ①主要なアウトプット（アウトカム）情報  ②主要なインプット情報（財務情報及び人員に関する情報） 

指標等 達成目標 基準値 

（前中期目標期間

最終年度値等） 

２６年度 

 

２７年度 

 

２８年度 

 

２９年度 

 

３０年度 

 

 ２６年度 

 

２７年度 

 

２８年度 

 

２９年度 

 

３０年度 

 

多様な背景を

持つ教員の在

職状況 

60%を下回

らない 
66.0% 66.4% 65.4% 65.9% 66.6% 67.6% 予算額（千円） 80,952,000 

81,457,144 

(78,144,000)  

80,633,983 

(77,176,173)  

82,309,422 

(78,425,401)  

81,784,401  

(77,195,943)  

教員の新規採

用者に占める

女性の割合 

中期目標

期間最終

年 度 に

30% 

20.3% 22.0% 22.2% 19.9% 20.6% 19.3% 決算額（千円） 81,228,921 
82,217,732 

(78,723,441)  

80,026,164 

(76,325,521)  

81,044,041 

(77,236,923)  

82,184,971 

(77,9 93,707)  

        
経常費用（千円） 80,862,396 

80,262,247 

(76,984,167)  

80,062,034 

(76,336,708)  

79,991,195 

(76,418,569)  

80,416, 639 

(76, 529, 428)  

        
経常利益（千円） 81,115,799 

80,326,048 

(75,767,840)  

80,108,192 

(76,168,171)  

80,066,542 

(76,292,033)  

 80,451, 292 

(76, 440, 525)  

        行政サービス実施

コスト（千円） 
78,334,967 

72,847,832 

(70,778,600)  

74,759,808 

(72,710,137)  

73,431,694 

(71,284,533)  

73,296, 824 

(70, 816, 961)  

        従事人員数 10,062 9,953 9,746 9,706 9,691 
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３．各事業年度の業務に係る目標、計画、業務実績、年度評価に係る自己評価及び主務大臣による評価 

 中期目標 中期計画 年度計画 主な評価指

標 

法人の業務実績・自己評価 主務大臣による評価 

業務実績 自己評価 

 （３）優れた教

員の確保 

 

公募制などによ

り博士の学位を

有する者や民間

企業で実績をあ

げた者など優れ

た教育力を有す

る人材を教員と

して採用すると

ともに、採用校

以外の教育機関

などにおいても

勤務経験を積む

ことができるよ

うに多様な人事

交流を積極的に

図る。 

また、ファカル

ティ・ディベロ

ップメントなど

の研修の組織的

な実施や優秀な

教員の表彰を始

め、国内外の大

学等で研究に専

念する機会や国

際学会に参加す

る機会を充実す

るなど、教員の

教育力の継続的

な向上に努め

る。 

（３）優れた教

員の確保  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

① 多様な背景

を持つ教員組織

とするため、公

募制の導入など

により、教授及

び准教授につい

ては、採用され

た学校以外の高

等専門学校や大

学、高等学校、民

間企業、研究機

関などにおいて

過去に勤務した

経験を持つ者、

又は１年以上の

長期にわたって

海外で研究や経

済協力に従事し

た経験を持つ者

（３）優れた教

員の確保 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

① 各高専の教

員の選考方法及

び採用状況を踏

まえ、高専にお

ける多様な背景

を持つ教員の割

合が 60%を下回

らないようにす

る。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

＜主な定量的

指標＞ 

・企業経験な

ど多様な背景

を持つ教員の

採用実績 

・女性教員の

採用実績 

 

＜その他の指

標＞ 

・高専間・大

学・企業等との

人事交流を通

じた教育力向

上の取組が図

られているか。

（その他指標） 

・女性教員比

率の向上に向

けた環境整備

等がなされて

いるか。（その

他指標） 

・教育力向上

を図るための

研修等が企画・

実施されてい

るか。（その他

指標） 

 

＜評価の視点

＞ 

・引き続き、教

員のダイバー

シティ化を推

進するととも

に、1法人51高

＜主要な業務実績＞ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

① 多様な背景を持つ教員の在職状況 

大学・民間企業等での勤務経験を有する等、多様な背景を持つ教

員の割合は 67.6％（平成 30年度末）となっており、中期計画の目

標である 60％以上を維持している。 

また、引き続き、教員のダイバーシティ化を推進するとともに、

教育基盤の充実及び各高専の特色化・個性化を推進する観点から、

充実した教育サービスの提供や若手教員の確保にも配慮しつつ、

教員の配置・体制の方針を決定した。 

 

＜多様な背景を持つ教員の割合＞             （％） 

平成 29年度 平成 30年度 

66.6  67.6 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

＜評定＞ 

評定：Ｂ 

 

＜評定根拠＞ 

 

・優れた教員を確保す

るため、高専機構では

博士等の学位を有する

教員の比率を高めるこ

とに加えて、高専教育

と社会のつながりを重

視し、大学・企業出身の

教員の比率を高めるこ

ととしている。また、採

用された教員について

は、技術科学大学との

交流を実施するなど、

人事交流を含めてその

資質向上に努めた。 

 

・多様な背景を持つ教

員の割合は 67.6%で前

年度より増加してお

り、中期計画の目標以

上の水準を達成してい

る。また、教員のダイバ

ーシティ化を推進する

とともに、教育基盤の

充実及び各高専の特色

化・個性化を推進する

観点から、充実した教

育サービスの提供や若

手教員の確保にも配慮

しつつ、教員の配置・体

制の方針を決定した。 

 

 

 

評定 Ｂ 

＜評定に至った理由＞ 

中期計画に定められたとおり、概ね着実に業務が実施され

たと認められるため。 

自己評価書の「Ｂ」との評価結果が妥当であると確認でき

た。 

 

＜今後の課題・指摘事項＞ 

・多様な機関との人事交流や教員の教育力向上に資する取

組を通じて、教員の一層の教育力向上に引き続き取り組む

こと。 

・引き続き、教員のダイバーシティ化を推進するとともに、

１法人 51 高専の特徴を活かし、教育上、効果的・効率的な

教員配置ができるよう、人事マネジメントの在り方を検討

すること。その際、若手教員の採用に配慮する等、教員の

新陳代謝を図ることが期待される。 

・優れた業績を有する教員の顕彰等を通じ、教員の評価方

法の在り方やそれに伴うインセンティブの付与等について

検討すること。 

 

＜その他事項＞ 

（有識者からの意見） 

・「④-1 女性教員の積極的な採用・登用の推進状況」につい

て、奈良高専の取組は高く評価できるが、女性校長の登用

ゆえの女性エンジニアリーダー養成枠設置という発想では

なく、例えば、全国に複数の拠点校を設けるなど女性エン

ジニアリーダーの育成に、より積極的に取り組んでいただ

きたい。 

・女性教員の在職教員に占める比率がさらに向上し 10.8％

となったことは評価できる。今後さらに出産・育児などを

はじめ、働きやすい環境整備を進め、女性教員の在職比率、

ひいては幹部教員の女性比率の向上を目指すことが望まれ

る。 
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が、全体として 

60％を下回らな

いようにする。  

 

② 教員の力量

を高め、学校全

体の教育力を向

上させるため

に、採用された

学校以外の高等

専門学校などに

１年以上の長期

にわたって勤務

し、またもとの

勤務校に戻るこ

とのできる人事

制度を活用する

ほか、大学、企業

などとの任期を

付した人事交流

を図る。  

 

③ 専門科目（理

系の一般科目を

含む。以下同じ。 

）については、博

士の学位を持つ

者や技術士等の

職業上の高度の

資格を持つ者、

理系以外の一般

科目について

は、修士以上の

学位を持つ者や

民間企業等にお

ける経験を通し

て高度な実務能

力を持つ者など

優れた教育力を

有する者を採用

する。  

 

 

 

 

② 長岡・豊橋両

技術科学大学と

の連携を図りつ

つ、「高専・両技

科大間教員交流

制度」を実施す

る。 

 また、大学、企

業等との任期を

付した人事交流

を実施する。 

 

 

 

 

 

 

 

③ 専門科目（理

系の一般科目を

含む）について

は、博士の学位

を持つ者や技術

士等の職業上の

高度の資格を持

つ者、一般科目

については、修

士以上の学位を

持つ者や民間企

業等における経

験を通して高度

な実務能力を持

つ者など優れた

教育能力を有す

る者の採用の促

進を図り、専門

科目担当の教員

専の特徴を活

かし、教育上、

効果的・効率的

な教員配置が

できるよう、人

事マネジメン

トの在り方を

検討すること。

その際、若手教

員の採用に配

慮する等、教員

の新陳代謝を

図ることが期

待される。（平

成 29 年度評

価） 

・多様な機関

との人事交流

や教員の教育

力向上に資す

る取り組みを

通じて、教員の

一層の教育力

向上に引き続

き取り組むこ

と。（平成 29年

度評価） 

・女性校長の

登用により、女

性教員を取り

巻く就業環境

がどのように

変わったのか、

具体の実績に

ついても記載

すること。（平

成 29 年度評

価） 

・「主要なアウ

トプット（アウ

トカム）情報」

 
 
 
 
 
 

➁ 高専・両技科大間教員交流制度の実施状況 

教員の力量を高め、高専全体の教育力の向上を図るため、採用高

専以外の高専や長岡・豊橋の両技術科学大学で一定期間勤務する

高専・両技科大間教員交流制度により、9名の教員を他の高専及び

技術科学大学に派遣した。 

＜高専・両技科大間教員交流制度による派遣者数＞    （名） 

平成 29年度 平成 30年度 

11  9   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

③ 優れた教育力を有する教員の在職状況 

平成 30 年度末現在、「専門科目(理系一般科目を含む)」の教員

の博士の学位や技術士の資格の取得者等の割合は 91.0％、「理系以

外の一般科目」の教員の修士以上の学位の取得者等の割合も

94.9％となっている。 

＜優れた教育力を有する教員の割合＞          （％） 

 平成 29年度 平成 30年度 

「専門科目(理系一般科目を含

む)」の教員の博士の学位や技術

士の資格の取得者等の割合 

90.5 91.0 

「理系以外の一般科目」の教員

の修士以上の学位の取得者等の

割合 

92.6 94.9 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・高専・両技科大間教員

交流制度による派遣者

は 9 名であり、昨年度

の実績（11 名）を概ね

維持している。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・「専門科目(理系一般

科目を含む)」の教員の

博士の学位や技術士の

資格の取得者等の割合

は 91.0%、「理系以外の

一般科目」の教員の修

士以上の学位の取得者

等の割合も 94.9%と前

年度より増加してお

り、中期計画の目標の

水準を達成している。 
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この要件に合致

する者を専門科

目担当の教員に

ついては全体と

して 70％、理系

以外の一般科目

担当の教員につ

いては全体とし

て 80％を下回

らないようにす

る。 

④ 女性教員の

比率向上を図る

ため、必要な制

度や支援策につ

いて引き続き検

討を行い、働き

やすい職場環境

の整備に努め

る。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

については全体

として７０％、

理系以外の一般

科目担当の教員

については全体

として８０％を

それぞれ下回ら

ないようにす

る。 

 

 

④ 女性教員の

積極的な採用・

登用を推進する

とともに、女性

教員の働きやす

い環境の整備を

進める。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

に掲げられて

いる「教員の新

規採用者に占

める女性の割

合」について

は、計画値の達

成のみならず、

期首からの向

上に至ってい

ない。（平成 29

年度評価） 

・多様な機関

との人事交流

や教員の教育

力向上に資す

る取り組みを

通じて、教員の

一層の教育力

向上に引き続

き取り組むこ

と。（平成 29年

度評価） 

・優れた業績

を有する教員

の顕彰等を通

じ、教員の評価

方法の在り方

の見直しやそ

れに伴うイン

センティブの

付与に取り組

むこと。（平成

29年度評価） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

④－１ 女性教員の積極的な採用・登用の推進状況 

1) 高専の運営責任者たる校長について、平成 30年 4 月現在、2

名の女性校長が在職しており、うち 1名については平成 30年 4

月から法人の理事に任命した。女性校長を登用した 2 校におい

ては、登用前と比べて両校とも女性教員数は増加しており、校長

が男女共同参画推進委員会の委員長となっていることや定期的

に女性教職員とのコミュニケーションをとる場を新たに設ける

など、就業環境の改善に向けて意識醸成が進んでいる。 

 国立高専初の女性校長を置く奈良高専では、女子学生比率の

向上と女性エンジニアリーダーの育成に取り組むため、「女性エ

ンジニアリーダー養成枠」という新しい入試制度を設け、45人

の女子学生を確保することができた。（うち、26人が新たな養成

枠による推薦入学者。女子学生は前年度 12人増。）（再掲） 

 

 

 

 

 

 

 

 

2)  女性教員登用の際の教員人員枠運用の弾力化、及び、教員募集

に際し、各高専に対して女性限定公募や評価が同等の場合の女

性の優先的に採用する旨を明記するなどの取組「女性教員比率

向上のためのポジティブ・アクション」を行った。 

 

 

 

3)  長岡技術科学大学・豊橋技術科学大学を会場に高専教員職に

ついての説明会を開催した。説明会においては、高専の現役の女

性教員を講師役に迎え、学生にロールモデルを示す工夫を行い、

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・高専の運営責任者た

る校長について、平成

30年 4 月現在、2 名の

女性校長が在籍してお

り、うち 1 名について

は平成30年 4月から法

人の理事に任命した。

女性校長を登用した 2

校においては、登用前

と比べて両校とも女性

教員数は増加してお

り、校長が男女共同参

画推進委員会の委員長

となっていることや定

期的に女性教職員との

コミュニケーションを

とる場を新たに設ける

など、就業環境の改善

に向けて意識醸成が進

んでいる。 

・教員公募に際し、評価

が同等の場合は女性を

優先的に採用する旨を

記載する等の教員の新

規採用者に占める女性

の比率向上のための取

組を実施している。 

・長岡技術科学大学・豊

橋技術科学大学を会場
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冊子『高専教員へのロードマップ』を配付した。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

④－２ 女性教員の働きやすい環境の整備状況 

1)  教員が仕事と生活の両立を図ることを支援するため、高専間

の人事交流の一環として、育児・介護等のライフイベントが生

じ、配偶者等と同居等するため転居することが必要となった教

員を対象とする同居支援プログラムを実施した（平成 30年度実

績：21名）。 

2)  教員の育児・介護等と教育研究業務の両立を支援する研究支

援員配置事業を実施した。 

3) 出産、育児、介護等のため、研究活動が滞っている女性研究者

等に対して、研究活動への復帰支援を行うRe- Start 研究支援プ

ログラムを実施した。 

4)  校舎等を改修しトイレを新たに設置又はリニューアルするな

ど、3校において女性教員の就業環境の改善を図った。 

 

 
 
 
 

④－３ 女性教員の在職状況 

④－１、④－２の取組により、平成 30年度の新規採用教員に占

める女性の比率は 19.3％となり、平成 30年度末時点の在職教員に

占める女性の比率は 10.8％（平成 29年度末時点：10.5％）と 0.3

ポイント増加した。なお、平成 30年度中に採用活動を行った結果

である平成31年 4月採用者を含む令和元年5月 1日時点の女性教

員の在職比率は 11.2％であり、さらに向上している。 

 

＜女性教員の在職状況＞                （％） 

 平成 29年度 平成 30年度 

新規採用教員に占める女性の比率 20.6 19.3 

女性教員の在職比率 10.5 10.8 

 

として、高専の教員職

の説明会を実施し、そ

の際、高専の現役女性

教員を講師役に迎え、

学生にロールモデルを

示すなど工夫を行っ

た。さらに、高専教員職

の職務内容や多数のロ

ールモデル、採用・育成

支援について記載した

冊子『高専教員へのロ

ードマップ』を配付し

た。 

 

・教員の育児・介護等と

教育研究業務の両立を

支援する研究支援員配

置事業及び同居支援プ

ログラムを引き続き実

施し、就労環境の改善・

充実に努めた。 

 

 

 

・校舎等を改修しトイ

レを新たに設置又はリ

ニューアルするなど、3

校において女性教員の

就業環境の改善を図っ

た。 

 

・女性の在職率の向上

を図るための各種取組

を行っており、その取

組の一つとして「教員

の新規採用者に占める

女性の割合」の指標を

考慮しているが、最終

目的である女性の在職

率向上については、

10.8％（平成 25年度末
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⑤ 中期目標の

期間中に、全て

の教員が参加で

きるようにファ

カルティ・ディ

ベロップメント

などの教員の能

力向上を目的と

した研修を実施

する。また、特に

一般科目や生活

指導などに関す

る研修のため、

地元教育委員会

等と連携し、高

等学校の教員を

対象とする研修

等に派遣する。  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

⑤ 教員の能力

向上を目的とし

た各種研修につ

いて、研修講師

への高等学校教

員経験者や優れ

た取組を実践し

ている者の活用

や、ネットワー

クの活用などを

図りつつ、企画・

開催する。 

 また、地元教

育委員会等が実

施する高等学校

の教員を対象と

する研修や近隣

大学等が実施す

るＦＤセミナー

等への各高専の

参加状況を把握

し、派遣を推進

する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

⑤ 教員の能力向上を目的とした研修の実施状況 

1) 教員を対象とした研修として、以下の研修等を実施した。 

(ｱ)  新任教員研修会 

     新たに教員に採用された者を対象に、教員に必要な基礎的

知識の修得及び能力の向上を図ることを目的とした研修で、

平成 30年度は、クラス運営、学生指導、授業設計・アクティ

ブラーニング等に係る講義・ワークショップを行った。 

(ｲ)  中堅教員研修 

     中堅層の教員を対象に、学生指導力、授業力等の向上を図

ることを目的とした研修で、平成 30年度は、「クラス経営・

学生指導について」、「高専生とインターネットとの関わりに

ついて」、「障害学習支援について」をテーマとした学生指導、

「学校運営への参画について」をテーマとした管理能力等に

係る講義・ワークショップを行った。 

(ｳ)  管理職研修 

     管理職層の教員を対象に、学校管理能力、教育課題等に関

する高度・専門的な知識を修得させ、学校運営の中核を担う

教員の経営能力の育成・向上を図ることを目的とした研修

で、平成 30 年度は、管理職の役割、目標マネジメント等に

係る講義・ワークショップを行った。 

(ｴ)  授業設計(インストラクショナルデザイン)研修 

授業スキルを効果的にアクティブラーニング型授業へつ

なげるためのインストラクショナルデザイン（目標設定から

授業計画、構成、評価まで適切に行う授業設計）に関する e-

Learning 研修コンテンツを開発した。e- Learning 研修は集

合研修とは異なることから、研修効果を最大限引き出すため

に、受講マニュアルを整備し、10名程度の教員で試行するこ

とで、メンターによるサポートを含めた必要な学内研修体制

の必要性について検討を行った。 

(ｵ)   教学 IR研修 

教育の質の保証のため、全学的な教学マネジメントの確

立及び学習成果の可視化の促進を目的に、教学 IR勉強会

を実施した。勉強会では、教学 IR活用事例や情報の可視

化がもたらす効果について、情報提供を行った。その後、

参加者は、4つのテーマ（入試／入学時、授業改善、卒業

時、学生支援）に分かれて、情報の可視化に向けたアンケ

ートの作成手法を学んだ。 

(ｶ)  全国高専フォーラム 

    全国高専フォーラムにおいて、実験スキルの育成やジェネ

リックスキル（社会人基礎力や、高専で学ぶ学生として身に

付けてほしい創成能力、エンジニアリングデザイン能力な

時点：8.6％）と 2.2 ポ

イント増加している。 

 

・教員が自分の役割を

認識し、その役割に必

要な能力を向上させる

ために階層別研修を企

画・実施しているだけ

でなく、新たな教育方

法等に対応する知識を

習得するための専門的

研修や国際力や英語指

導力を向上させるため

の国際的研修を企画・

実施した。特に平成 30

年度においては、教育

の質の保証のため、全

学的な教学マネジメン

トの確立及び学習成果

の可視化の促進を目的

とした「教学 IR研修」

を企画・実施した。 
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⑥ 教育活動や

生活指導などに

おいて顕著な功

績が認められる

教員や教員グル

ープを毎年度表

彰する。  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

⑥ 教育研究活

動や生活指導な

どにおいて、顕

著な功績が認め

られる教員や教

員グループを表

彰する。 

 

 

 

ど）の測定に関するセッションを行った。また、「未来の高

専」と題して、外部ステークホルダーを招き、これからの高

専教育について議論を行うワークショップを行った。 

( ｷ)  ISATE（ International Symposium on Advances in 

Technology Education） 

国際シンポジウムである「ISATE」において、海外の参加者

と工学教育についての討論や意見交換により教員の国際力や

教育 力の向上に努めている。 

(ｸ)  教員グローバル人材育成力強化プログラム 

英語による指導力の向上を目的として、三機関連携事業の

一環として実施されている教員グローバル人材育成力強化

プログラムにより、平成 30年度は 3 名の教員をニューヨー

ク市立大学クイーンズ校及び豊橋技術科学大学マレーシア

海外拠点（ペナン校）へ派遣した。 

 

2)  新任教員研修及び中堅教員研修において、他の学校種におけ

る十分な教育経験を有する者を講師にして、その幅広い生徒指

導経験に基づく講義等を行った。 

3)  新任教員研修会及び中堅教員研修において、ICT を活用した

e- Learning 研修を取り入れた。 

4)  教育委員会が主催する高等学校教員対象の研修等や近隣の大

学と連携した FDセミナー等に約 800名の教員を派遣し、高校生

に相当する年齢層の行動の傾向の把握・理解や生活指導、アクテ

ィブラーニング、ティーチングポートフォリオの活用等の実践

例の修得に努めた。 

 

 

 

⑥ 教員表彰の実施状況 

教育研究活動や生活指導などにおいて、顕著な功績のあった教

員を表彰する国立高等専門学校教員顕彰制度を実施し、その授与

式は、全国国立の高専の校長・事務部長が参加する校長・事務部長

会議に併せて実施し、その受賞者と取組を周知している。また、選

考においては、高専校長及び外部有識者として大学教授が関わっ

て、評価の充実・改善に向け、教員に求められる能力・スキルの整

理・検討を行っている。 

 

＜教員顕彰の受賞状況（平成 30年度）＞        （名） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・教育委員会が主催す

る高等学校教員対象の

研修等や近隣の大学と

連携したFDセミナー等

に約 800 名の教員を派

遣し、高校生に相当す

る年齢層の行動の傾向

の把握・理解や生活指

導、アクティブラーニ

ング、ティーチングポ

ートフォリオの活用等

の実践例の修得に努め

た。 

 

・国立高等専門学校教

員顕彰制度において、

全高専の教員を対象に

標準的な基準で業績を

評価し、顕著な功績の

あった教員を表彰する

とともに、評価の充実・

改善に向け、教員に求

められる能力・スキル
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⑦ 文部科学省

の制度や外部資

金を活用して、

中期目標の期間

中に、300名の

教員に長期短期

を問わず国内外

の大学等で研

究・研修する機

会を設けるとと

もに、教員の国

際学会への参加

を促進する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

⑦ 60名の教員

に長期短期を問

わず国内外の大

学等で研究・研

修する機会を充

実するととも

に、教員の国際

学会への参加を

促進する。 

⑦ 国内外の研究・研修等の実施状況 

1) 以下の事業により、平成 30年度は、教員を国内外の大学等に

派遣し、研究・研修する機会を設けた。 

 

＜国内外の研究・研修等の実施状況＞         （名） 

制度名 内   容 

派遣人数 

平成 

29年度 

平成 

30年度 

在外研究員

制度 

学術交流協定校との活動の

活性化と教育研究能力の向

上を目的として海外へ派遣 

 

21  20  

教員グロー

バル人材育

成力強化プ

ログラム 

英語による指導力の向上を

目的として、長岡・豊橋の両

技術科学大学と取り組んで

いる三機関連携事業の一環

としてニューヨーク市立大

学クイーンズ校及び豊橋技

術科学大学マレーシア海外

拠点（ペナン校）へ派遣 

3  3  

内地研究員

制度 

教員を国内の大学等の研究

機関に一定期間派遣し、研

究に専念させ、教授研究能

力を向上させることを目的

として実施 

21 23 

高専・両技

科大間教員

交流制度 

教員の力量を高め、高専全

体の教育力の向上を図るた

め、採用高専以外の高専や

長岡・豊橋の両技術科学大

学で一定期間勤務 

11 9  

 

2)  各種制度を活用するなどして、海外の国際学会等に延べ 993

名の教員が参加した。 

 

＜海外の国際学会等の参加状況＞           （名） 

平成 29年度 平成 30年度 

949   993 
 

部門 
文部科学 

大臣賞 
理事長賞 優秀賞 

分野別 

優秀賞 
合計 

一般 1 4 4 4 13 

若手 － 4  3  3  10  

の整理・検討を行って

いる。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・在外研究員制度等に

より、教員を国内外の

大学等に派遣し、研究・

研修する機会を設け

た。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・海外の国際学会等に

993 名の教員が参加し

た。 
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４．その他参考情報 

特になし 
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様式１－１－４－１ 中期目標管理法人 年度評価 項目別評定調書（国民に対して提供するサービスその他の業務の質の向上に関する事項）様式 

 

１．当事務及び事業に関する基本情報 

１－４ １.教育に関する事項 （４）教育の質の向上及び改善のためのシステム 

業務に関連する政策・施

策 

政策目標４：個性が輝く高等教育の振興 

施策目標４－１：大学などにおける教育研究の質の向上 

当該事業実施に係る根拠（個

別法条文など） 

独立行政法人国立高等専門学校機構法第１２条第１号、第２号 

学校教育法第１１５条 

高等専門学校設置基準第２条、第１５条～第２１条、第２７条の２ 

当該項目の重要度、難易

度 

 関連する政策評価・行政事業

レビュー 

令和元年度行政事業レビュー番号 ０１４４ 

 

 

２．主要な経年データ 

 ①主要なアウトプット（アウトカム）情報  ②主要なインプット情報（財務情報及び人員に関する情報） 

指標等 達成目標 基準値 

（前中期目標期間

最終年度値等） 

２６年度 

 

２７年度 

 

２８年度 

 

２９年度 

 

３０年度 

 

 ２６年度 

 

２７年度 

 

２８年度 

 

２９年度 

 

３０年度 

 

 

 

－ 278 495 498 509 509 

予算額（千円） 

80,952,000 
81,457,144 

(78,144,000)  

80,633,983 

(77,176,173)  

82,309,422 

(78,425,401)  

81,784,401  

(77,195,943)  

JABEE

 

51 

44 48 47 43 41 41 

決算額（千円） 

81,228,921 
82,217,732 

(78,723,441)  

80,026,164 

(76,325,521)  

81,044,041 

(77,236,923)  

82,184,971 

(77,9 93,707)  

        経常費用（千円） 
80,862,396 

80,262,247 

(76,984,167)  

80,062,034 

(76,336,708)  

79,991,195 

(76,418,569)  

80,416, 639 

(76, 529, 428)  

        経常利益（千円） 
81,115,799 

80,326,048 

(75,767,840)  

80,108,192 

(76,168,171)  

80,066,542 

(76,292,033)  

 80,451, 292 

(76, 440, 525)  

        行政サービス実施

コスト（千円） 
78,334,967 

72,847,832 

(70,778,600)  

74,759,808 

(72,710,137)  

73,431,694 

(71,284,533)  

73,296, 824 

(70, 816, 961)  

        従事人員数 10,062 9,953 9,746 9,706 9,691 
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３．各事業年度の業務に係る目標、計画、業務実績、年度評価に係る自己評価及び主務大臣による評価 

 中期目標 中期計画 年度計画 主な評価指

標 

法人の業務実績・自己評価 主務大臣による評価 

業務実績 自己評価 

 （４）教育の質

の向上及び改善

のためのシステ

ム 

 

教育研究の経験

や能力を結集し

て国立高等専門

学校の特性を踏

まえた教育方法

や教材などの共

有化を進めると

ともに、前中期

目標期間中に策

定したモデルコ

アカリキュラム

を本格導入し、

高等専門学校教

育の質保証を図

る。 

学校の枠を越え

た学生の交流活

動を推進すると

ともに、高等専

門学校における

教育方法の改善

に関する取組を

促進するため、

特色ある効果的

な取組の事例を

蓄積し、全ての

学校がこれらを

共有する。さら

に、学校教育法

第 123条におい

て準用する同法

第 109条第１項

に基づく自己点

（４）教育の質

の向上及び改善

のためのシステ

ム  

 

① 全高等専門

学校が利用でき

る教材の共有化

を進め、学生の

主体的な学びを

実現する ICT 

活用教育環境を

整備することに

より、モデルコ

アカリキュラム

の導入を加速化

し、高等専門学

校教育の質保証

を推進する。  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（４）教育の質

の向上及び改善

のためのシステ

ム 

 

①- 1 高専教育

の質保証を推進

するため、主体

的な学習を推進

し、モデルコア

カリキュラムの

導入に基づく到

達目標に対する

ルーブリック等

による到達度を

評価する 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

＜主な定量的

指標＞ 

・モデルコア

カリキュラム

導入に向けた

コンテンツの

整備状況 

・JABEEプログ

ラムの認定状

況 

 

＜その他の指

標＞ 

・JABEEを活用

した取組によ

る教育改善が

図られている

か。（その他の

指標） 

・在学中の資

格取得促進の

取組がなされ

ているか（その

他の指標） 

・優れた教育

事例、評価結果

等教育改善に

向けた情報が

共有されてい

るか。（その他

の指標） 

・インターン

シップ参加の

促進や産業界

と連携したカ

リキュラム開

発など共同教

育の推進に向

＜主要な業務実績＞ 

 

 

 

 

①－１ 高専教育の質保証のための取組状況 

1) 平成30年度からモデルコアカリキュラムに沿った授業を開始

したことに伴い全高専でモデルコアカリキュラムの到達目標と

各科目との関連付けを確認し、継続的な教育内容の見直しに繋

げている。また、高専におけるポートフォリオ教育の実施状況を

調査した。 

 

 

2)  全高専のシラバスが閲覧できるよう全高専が利用する Webシ

ラバスシステムの運用を開始した。 

3)  モデルコアカリキュラムに準拠した CBT（Computer Based 

Testing）型の問題を作成し、質保証のため、レビューを実施し

た。 

4)  CBTの結果に基づいた教育改善スキームを構築するプロジェ

クトを実施した。 

5)  実験スキルおよび分野横断的能力の評価指標案に基づいた評

価手法・評価指標の検証を行い、高専フォーラムでのワークショ

ップや教員向け研修会を通じて、結果を全国51高専に展開した。 

6) コンピテンシーを意識したPBL（Project Based Learning）型

授業の設計・実践等に関するプロジェクトを実施し、参画した高

専が教育手法や実践事例の情報交換を実施した。 

7)  高専フォーラムでのワークショップを通じ、主体的な学びを

促進するため、先進的な PBL授業の取組事例を紹介するととも

に、各高専での実践に向けた課題整理を行った。 

＜モデルコアカリキュラム＞ 

 「教員が学生に何を教えたか」から「学生が何をどこまで到達

したか」という学習者主体の教育に転換するため、在学中に学生

が修得すべき共通の最低限の内容である「コア」と、技術者とし

て備えるべき分野的横断能力を育成する「モデル」から成るもの。  

ここで提示されるのは、学校が編成・実施する教育課程（イン

プット）ではなく、教育課程編成の指針として学生が身に付ける

べき到達目標（アウトカムズ）である。 

これにより、教育の質を保証し社会的な説明責任を果たす。 

＜評定＞ 

評定：Ｂ 

 

＜評定根拠＞ 

 

・平成 30年度からモデ

ルコアカリキュラムに

沿った授業を開始した

ことに伴い、全高専でモ

デルコアカリキュラム

の到達目標と各科目と

の関連付けを確認し、継

続的な教育内容の見直

しに繋げている。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

評定 Ｂ 

＜評定に至った理由＞ 

中期計画に定められたとおり、概ね着実に業務が実施され

たと認められるため。 

自己評価書の「Ｂ」との評価結果が妥当であると確認でき

た。 

 

＜今後の課題・指摘事項＞ 

・教育内容の質を保証するモデルコアカリキュラムは、今

後も産業界など社会のニーズ等を踏まえ、継続的に見直し

を進める等、内容の高度化を進めることが望ましい。 

 

＜その他事項＞ 

（有識者からの意見） 

・大学改革支援・学位授与機構が機関別認証評価を行い、

受審した 6校すべてが大学改革支援・学位授与機構が認め

る基準を満たしているとの評価を受けた。 

・インターンシップの参加学生数が、年々増加し、9,137名

と最高となったことは評価できる。高専生が社会を知るよ

い機会であるインターンシップをさらに推進するため、高

専間でノウハウや成功事例を整理共有し、今後も参加学生

数を増やしていくことが望まれる。 

・技術科学大学及び大学との連携を強化し、教育研究にお

いて高度化を図った。専攻科に在籍する学生の研究に対す

るモチベーションを維持向上させるために、更なる連携強

化がのぞまれる。 
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検・評価や同条

第２項に基づく

文部科学大臣の

認証を受けた者

による評価など

を通じた教育の

質の保証がなさ

れるようにす

る。 

実践的技術者を

養成する上での

学習の動機付け

を強めるため、

産業界等との連

携体制の強化を

支援するほか、

理工系の大学、

とりわけ高等専

門学校と連続、

継続した教育体

系のもと教育を

実施し実践的・

創造的・指導的

な技術者の養成

を推進している

技術科学大学な

どとの有機的連

携を深める。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

② 実践的技術

者養成の観点か

ら、在学中の資

格取得を推進す

るとともに、日

本技術者教育認

定機構によるプ

ログラム認定等

を活用して教育

の質の向上を図

る。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

①- 2 高専で保

有する学生情

報、教材情報、学

校情報等をデー

タベース化し、

相互に連携した

情報システムの

開発を進める。  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

②ＪＡＢＥＥ認

定プログラム等

の更新を行うと

ともに、教育の

質の向上に努め

る。 

 また、在学中

の資格取得につ

いて調査し、各

高専に周知す

る。 

 

 

 

 

 

けた取組がな

されているか。

（その他の指

標） 

・技術科学大

学との連携に

よる教員研修、

教育課程の改

善、卒業生の継

続教育等の取

組が推進され

ているか。 

（その他の指

標） 

 

＜評価の視点

＞ 

・教育内容の

質を保証する

モデルコアカ

リキュラムは、

今後も産業界

の社会ニーズ

等を踏まえ、継

続的に見直し

を進める等、内

容の高度化を

進めることが

望ましい。（平

成 29 年度評

価） 

・個人情報の

適切な管理の

もと、学生情報

をはじめ、収集

した情報をビ

ッグデータと

して分析する

等、教育サービ

スの向上のた

め活用するこ

8) 全国高専のカリキュラムの高度化を目指して、担当教員を対

象に、カリキュラムマネジメントに関わる教学 IR研修を実施し

た。 

 

①－２ 「高専学生情報統合システム」整備に向けた取組状況 

1) 高専統一 教務･入試システム（仮称）の令和元年10月からの

運用開始に向け、全高専より教務関連データを収集し、学生デー

タ、成績データ、出欠データに加え、人給システムからの教員デ

ータ、Webシラバスをはじめとした、過去シラバスデータ、教育

課程表データ等のデータベース投入作業を行い、KOREDAへの学

生データ投入を完了するとともに、科目データ登録を一部完了

した。教務・入試システムのアプリケーションについては、旭川

高専において、実データによる動作検証を開始した。今後収集し

た情報をビッグデータとして活用し、教育サービスの向上への

活用を検討している。 

2)  KOREDA周辺アプリケーション群の一つである出席管理シス

テムについては、KOREDAとの連携部分の開発が完了した。  

3)   KOREDA周辺アプリケーション群の一つである証明書発行シ

ステムについては、平成 29年度に開発を完了し、教務・入試シ

ステムと連携した、KOREDAからの成績情報の抽出ならびに、プ

リンタのホストPCとクラウドサーバ間の安全な通信と合わせた

動作検証に向けて検討している。 

 

 

 

➁－１ JABEE認定プログラム等への取組状況 

1) 平成 30年度は、2校 3プログラムについて一般社団法人日本

技術者教育認定機構（JABEE）による継続審査が行われ、教育の

質の向上に努めている。 

 

  ＜JABEE認定の状況＞  

平成 29年度 平成 30年度 

41校 58プログラム 41校 60プログラム 

 

2)  工学教育に関する世界的組織「CDIO」への加盟を推進し、世界

的な工学教育改善の取組を高専教育に反映させることにより、

更なる教育の質の向上に努めた。 

平成 30年度には、4校が加盟したほか（平成 30年度末現在 5

校が加盟）、6校で加盟に向け協議や申請準備を進めている。 

3) 国際シンポジウムである「ISATE」において、海外の参加者と

工学教育についての討論や意見交換により教員の国際力や教育

 

 

 

 

 

・教育サービスの向上

のため、高専統一 教務･

入試システム（仮称）の

令和元年 10月からの運

用開始に向け、全高専よ

り教務関連データを収

集し、学生データ、成績

データ、出欠データに加

え、人給システムからの

教員データ、Webシラバ

スをはじめとした、過去

シラバスデータ、教育課

程表データ等のデータ

ベース投入作業を行い、

KOREDAへの学生データ

投入を完了するととも

に、科目データ登録を一

部完了した。 

 

 

 

・JABEE認定・更新に向

けた取組を通じた教育

改善が図られており、41

校が認定されている。 

 

 

 

 

・工学教育に関する世

界的組織「CDIO」への加

盟の推進を開始し、更な

る教育の質の向上に努

めた。（平成 30年度末現

在 5校が加盟） 

・国際シンポジウムで
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③ 毎年度サマ

ースクールや国

内留学などの多

様な方法で学校

の枠を超えた学

生の交流活動を

推進する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

④ 高等専門学

校における特色

ある教育方法の

取組を促進する

ため、優れた教

育実践例を取り

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

③サマースクー

ルや国内留学等

の高専の枠を超

えた学生の交流

活動を促進する

ため、各高専の

取組状況を調査

し、その事例を

各高専に周知す

る。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

④ 高専教育に

おける特色ある

優れた教育実践

例や取組事例

を、総合データ

ベースを活用し

とが望ましい。

（平成 29年度

評価） 

・取組の実施

（インプット）

による自己評

価が目立つが、

取組を通じて

どのような成

果が得られた

のか。具体的な

アウトプット、

アウトカムの

記載に努める

こと【再掲】。

（平成 29年度

評価） 

・専攻科の取

組みについて

も記載を充実

させること。

（平成 29年度

評価） 

 

力の向上に努めている。（再掲） 

  また、「ISATE」はシンガポールの 5 つのポリテクニックと協

働して企画運営にあたっており、海外の機関の工学教育改善の

取組を高専教育に反映させることにより更なる高専教育の質の

向上に努めている。 

 

 

 

 

➁－２ 在学中の資格取得の推進状況 

各高専の在学中の資格取得について調査し、各高専に共有する

ことによって有効事例の活用を促し、各高専の取組の充実を図っ

た。 

 

③ 高専の枠を超えた学生の交流活動の状況 

他の高専や外国の教育機関等と実施する学生の交流活動に関す

る状況を調査し、各高専に共有することによって有効事例の活用

を促し、各高専の取組の充実を図った。 

 

＜特色ある有効事例＞ 

【はこだて高等教育機関合同研究発表会 HAKODATEアカデミック

リンク 2018（函館高専）】 

函館市内の８高等教育機関の学生が集まり，研究内容，学習内

容，課外活動の成果などをステージプレゼンとポスター発表によ

る情報交換を行ったほか、学生間の交流を図り親睦を深めた。 

 

【地域小学校におけるプログラミング体験広場（富山高専）】 

電子情報工学科 5 年生がプログラミング教育の一環で、富山市内

にある堀川小学校の全校児童（1年生～6年生）に対し、1限から

6限の時間を学年ごとにプログラム体験を実施した。さらに、昼食

時には午前中に対応した 1年生から 4年生の各教室に全学生を配

置し児童との交流を深めた。なお当日は、 富山市教育委員会から

多数の教員が視察に訪れ、教員間での情報交換をあわせて行った。 

 

④ 優れた教育実践例の収集・公表状況 

1)  高専教育における特色ある取組事例集として、アクティブラ

ーニングや ICT 活用の事例となる授業動画を収集しストリーミ

ング配信を行い、各高専の教育方法の改善を促進した。 

2)  複数の高専で実施したアクティブラーニングの取組事例の取

りまとめを行い、全高専で共有した。 

 

ある「ISATE」において、

海外の参加者と工学教

育についての討論や意

見交換により教員の国

際力や教育力の向上に

努めている。また、

「ISATE」はシンガポー

ル 5 つのポリテクニッ

クと協働して企画運営

にあたっており、海外の

機関の工学教育改善の

取組を高専教育に反映

させることにより更な

る高専教育の質の向上

に努めている。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・高専教育における特

色ある取組事例集とし

て、アクティブラーニン

グや ICT 活用の事例と

なる授業動画を収集し

ストリーミング配信を



32 

 

まとめ、総合デ

ータベースで共

有するととも

に、毎年度まと

めて公表する。  

 

 

⑤ 学校教育法

第 123 条にお

いて準用する第 

109 条第 1 項

に規定する教育

研究の状況につ

いての自己点

検・評価、及び同

条第 2 項に基

づく文部科学大

臣の認証を受け

た者による評価

など多角的な評

価への取組によ

って教育の質の

保証がなされる

ように、評価結

果及び改善の取

組例について総

合データベース

で共有する。 

 

⑥ 乗船実習が

義務付けられて

いる商船学科の

学生を除き、中

期目標の期間中

に、８割の学生

が卒業までにイ

ンターンシップ

に参加できるよ

う、産業界等と

の連携を組織的

に推進するとと

て収集・公表す

ることで、各高

専における教育

方法の改善を促

進する。 

 

 

⑤ 自己点検・評

価及び高等専門

学校機関別認証

評価を計画的に

進める。 

 また、各高専

の教育の質を保

つために、評価

結果及び改善の

取組事例につい

て総合データベ

ースで共有す

る。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

⑥ 各高専にお

けるインターン

シップへの取り

組みを産学官連

携活動と組織的

に連動すること

で、より効果的

なインターンシ

ップの実施を推

進する。 

 また、企業と

連携した教育コ

 

 

 

 

 

⑤ 高等専門学校機関別認証評価の実施状況 

1) 平成 30年度は、大学改革支援・学位授与機構による機関別認

証評価を 6 校が受審し、高等専門学校設置基準をはじめ関係法

令に適合し、大学改革学位授与機構が定める高等専門学校基準

を満たしていると評価を受けた。 

＜認証評価を受審した高専（平成 30年度）＞ 

八戸、長野、沼津、鈴鹿、明石、阿南 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

⑥－１ 学生のインターンシップの実施状況 

1)  経済団体等との連携や新しく求人のあった企業への依頼等に

より、インターンシップの取組を推進することにより参加者数

が増加した。 

2) 平成 30 年度のインターンシップ参加学生数は 9,137 名であ

る。なお、インターンシップに最も多く参加する本科 4 年生で

は、8,079 名が参加している。 

 

＜インターンシップの参加学生数＞        （名） 

平成 29年度 平成 30年度 

9,101 9,137 

 

 

 

行い、各高専の教育方法

の改善を促進した。 

・複数の高専で実施し

たアクティブラーニン

グの取組事例の取りま

とめを行い、全高専で共

有した。 

 

・大学改革支援・学位授

与機構による機関別認

証評価を 6校が受審し、

高等専門学校設置基準

をはじめ関係法令に適

合し、大学改革学位授与

機構が定める高等専門

学校評価基準を満たし

ていると評価を受けた。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・経済団体等との連携

や新しく求人のあった

企業への依頼等により、

インターンシップの取

組を推進することによ

り参加者数が増加した。 

・平成 30年度のインタ

ーンシップ参加学生数

は 9,137 名である。な

お、インターンシップに

最も多く参加する本科
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もに、地域産業

界との連携によ

るカリキュラ

ム・教材の開発

など共同教育の

推進に向けた実

施体制の整備を

図る。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ンテンツの開発

を推進しつつ

「共同教育」を

実施し、その取

組事例を取りま

とめ、周知する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3)  専攻科においては 1 ヶ月以上の中・長期インターンシップへ

の参加を促進しており、より実践的・専門的な知識や技術を身に

付ける取組を進めている。 

 

 

 

 

⑥－２ 共同教育事業の実施状況 

各高専が地域社会や企業等の協力を得て展開する実践的創造的

な教育を「共同教育」と総称して推進しており、以下の取組を行っ

た。 

 

＜共同教育事業の実施状況＞ 

企業名 共同事業名 内容 

オムロン株式会社 

制御技術教

育キャンプ 

事前の自学自習と集中合

宿におけるPBL型実習 

（5校 18名が参加） 

 

PLC制御コ

ンテスト 

与えられた課題に対する

コンテスト形式の成果報

告会（4校 19名が参加） 

京セラコミュニケ

ーションシステム

株式会社 

システム創

成コンテス

ト 

テーマに沿ったシステム

を提案・開発するコンテス

ト。使用機材として、学生

に左記企業製機器を貸与

された。（13高専 21チーム

87名） 

ハンズオン 

システム創成コンテスト

出場を踏まえた事前講習

会（3校約 90名が参加） 

ヤフー株式会社 Hack U 

自由な発想で開発した作

品を発表するコンテスト

形式の発表会（9校 11チー

ム 53名が参加） 

MashupAward 
Mashup 

Award 

API、ハードウェア、技術を

Mashupし、作品を生み出す

開発コンテスト、KOSEN賞

有（9チーム） 

4 年生では、8,079 名が

参加している。 

・専攻科においては1ヶ

月以上の中・長期インタ

ーンシップへの参加を

促進しており、より実践

的・専門的な知識や技術

を身に付ける取組を進

めた。 

 

・企業と連携した教育

コンテンツの開発を推

進しつつ共同教育を実

施し、その取組事例を取

りまとめ、周知した。 
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⑦ 企業技術者

や外部の専門家

など、知識・技術

をもった意欲あ

る人材を活用し

た教育体制の構

築を図る。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

⑧ 理工系大学、

とりわけ技術科

学大学との間で

定期的な協議の

場を設け、教員

の研修、教育課

程の改善、高等

専門学校卒業生

の継続教育など

の分野で、有機

的な連携を推進

する。本科卒業

後の編入学先と

して設置された

 

 

 

 

 

 

 

 

⑦ 企業技術者

や外部の専門家

と協働した教育

を実施するとと

もに、これらの

教育のうち特色

ある事例につい

て各高専に周知

する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

⑧ 理工系大学、

とりわけ長岡・

豊橋両技術科学

大学との協議の

場を設け、教員

の研修、教育課

程の改善、高専

卒業生の継続教

育などについて

連携して推進す

る。 

 

 

 

 

⑦ 企業技術者等と協働した教育の実施状況 

1)  企業の退職人材等の活用及び産業界との共同によるカリキュ

ラムの開発、中小企業等との共同による課題発見・解決策提案活

動等の共同教育を組織的に実施するためコーディネーターを配

置し、推進した。 

2)  学生への知財教育について、日本弁理士会との連携協定に基

づき、日本弁理士会所属の弁理士を講師として派遣し、高専学生

向け知的財産セミナーを 25校で実施した。 

3) 起業家教育の実施・方策の検討に向けて、若手起業家を中心と

した高専出身の企業家と高専機構の役職員の意見交換を行っ

た。 

 

 

 

 

 

 

 

 

⑧－１ 長岡・豊橋両技術科学大学との連携状況 

国立大学改革強化推進事業「三機関（長岡技術科学大学、豊橋技

術科学大学、国立高等専門学校機構）が連携・協働した教育改革～

世界で活躍し、イノベーションを起こす実践的技術者の育成～」と

して、以下の事業を実施した。 

( ｱ)  ISTS2018（International Seminar on Technology for 

Sustainability 2018 ） 

   国際的エンジニアの育成を目的として、機構の協定校である

キングモンクット工科大学ラカバン校（タイ）と連携し、学生主

体の ISTS2018（International Seminar on Technology for 

Sustainability 2018 ）を開催し、40校 68名の学生が参加した

（会場：キングモンクット工科大学ラカバン校及びパタヤ（タ

イ））。なお、ISTSはワークショップ主体のプログラムであり、

高専機構とキングモンクット工科大学ラカバン校の学生からな

る国際学生委員会が主体となって企画運営を行っている。 

( ｲ)  ISATE2018（International Symposium on Advance s in 

NTTドコモ株式会

社 

「サマーレ

クチャー」 

WebAPIを利用したアプリ

開発講座 

（レクチャー：2 高専 60

名・ビデオ教材：全高専） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・企業の退職人材等の

活用及び産業界との共

同によるカリキュラム

の開発、中小企業等との

共同による課題発見・解

決策提案活動等の共同

教育を組織的に実施す

るためコーディネータ

ーを配置し、推進した。 

・起業家教育の実施・方

策の検討に向けて、若手

起業家を中心とした高

専出身の企業家と高専

機構の役職員の意見交

換を行うことで、次年度

以降の協力関係を構築

した。 

 

 

 

 

 

 

・技術科学大学との連

携 し 、 ISTS2018 や

ISATE2018などを実施

し学生・教職員の国際化

等を推進した。 
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技術科学大学と

の間で役割分担

を明確にした上

で必要な見直し

を行い、より一

層円滑な接続を

図る。  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

⑨ インターネ

ットなどを活用

した ICT 活用

教育の取組を充

実させる。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

⑨ 高専教育の

特性を活かす、

ICT を活用した

教材や教育方法

の開発を推進す

るとともに、開

発した教材や教

Technology Education 2018） 

    教員の国際化を目的として、高専機構と包括的学術交流協定

を締結しているシンガポールの 5 つのポリテクニックと連携

し、ISATE2018を開催した（会場：香港VTC/IVE及びサイエンス

パーク（香港））。（再掲） 

(ｳ)  教員グローバル人材育成力強化プログラム 

 英語による指導力の向上を目的として、三機関連携事業の一

環として実施されている教員グローバル人材育成力強化プログ

ラムにより、平成 30年度は 3名の教員をニューヨーク市立大学

クイーンズ校及び豊橋技術科学大学マレーシア海外拠点（ペナ

ン校）へ派遣した。（再掲） 

(ｴ)  三機関が連携・協働した教育改革 

  「高等専門学校の専攻科及び大学における連携教育プログラ

ム」の構築について、高専機構として両技科大と高専専攻科との

取り組みを支援するとともに、三機関が連携して連携教育プロ

グラムの構築を推進する取組を実施した。 

 (ｵ)  高専－技科大連携研究プロジェクト 

 長岡・豊橋の両技術科学大学と高専との教育研究活動の連携

を目的として、両技科・高専の共同研究助成事業である「高専

－技科大連携研究プロジェクト」を実施した。 

 

 

 

⑧－２ 専攻科における大学との連携状況 

11高専の専攻科が、それぞれ強みを持つ教育資源を有効に活用

しつつ、教育内容の高度化を図るため、大学と連携し、連携教育プ

ログラム構築に向けた検討を進めている。 

 

 

 

 

 

⑨ ICT活用教育の推進状況 

1) ICTを活用した教材及び教育方法の推進のために、ICT活用の

事例となる授業動画を収集しストリーミング配信を行い、各高

専における利活用を推進した。 

2) 校内ネットワークシステムについて、以前は各高専の整備計

画に基づき各高専ごとに契約していたが、平成 30年度以降に

ついては法人本部で一括契約し、ICT活用教育に必要な構内ネ

ットワーク基盤の標準化を図った。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・「高等専門学校の専攻

科及び大学における連

携教育プログラム」の構

築について、高専機構と

して両技科大と高専専

攻科との取り組みを支

援するとともに、三機関

が連携して連携教育プ

ログラムの構築を推進

する取組を実施した。 

 

 

・11 高専の専攻科が大

学と連携し、連携教育プ

ログラム構築に向けた

検討を進めており、それ

ぞれ強みを持つ教育資

源を有効に活用しつつ、

教育内容の高度化を図

っている。 

 

・ICTを活用した教材及

び教育方法の推進のた

めに、ICT活用の事例と

なる授業動画を収集し

ストリーミング配信を

行い、各高専における利
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育方法を収集

し、各高専にお

いて利活用を推

進する。 

 また、ＩＣＴ

活用教育に必要

となる各高専の

校内ネットワー

クシステムなど

の情報基盤につ

いて、整備計画

に基づき調達を

進める。 

 

 活用を推進した。 

・校内ネットワークシ

ステムについて、以前

は各高専の整備計画に

基づき各高専ごとに契

約していたが、平成 30

年度以降については法

人本部で一括契約し、

ICT活用教育に必要な

構内ネットワーク基盤

の標準化を図った。 

 

 

 

４．その他参考情報 

特になし 
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様式１－１－４－１ 中期目標管理法人 年度評価 項目別評定調書（国民に対して提供するサービスその他の業務の質の向上に関する事項）様式 

 

１．当事務及び事業に関する基本情報 

１－５ １.教育に関する事項 （5）学生支援・生活支援等 

業務に関連する政策・施

策 

政策目標４：個性が輝く高等教育の振興 

施策目標４－１：大学などにおける教育研究の質の向上 

当該事業実施に係る根拠（個

別法条文など） 

独立行政法人国立高等専門学校機構法第１２条第１号、第２号 

学校教育法第１１５条 

高等専門学校設置基準第２条 

当該項目の重要度、難易

度 

 関連する政策評価・行政事業

レビュー 

令和元年度行政事業レビュー番号 ０１４４ 

 

２．主要な経年データ 

 ①主要なアウトプット（アウトカム）情報  ②主要なインプット情報（財務情報及び人員に関する情報） 

指標等 達成目標 基準値 

（前中期目標期間

最終年度値等） 

２６年度 

 

２７年度 

 

２８年度 

 

２９年度 

 

３０年度 

 

 ２６年度 

 

２７年度 

 

２８年度 

 

２９年度 

 

３０年度 

 

 

 

90%

 

99.4% 99.1% 99.2% 99.1% 99.8% 99.7% 予算額（千円） 80,952,000 
81,457,144 

(78,144,000)  

80,633,983 

(77,176,173)  

82,309,422 

(78,425,401)  

81,784,401  

(77,195,943)  

  

132  118  159  147  151  161  決算額（千円） 81,228,921 
82,217,732 

(78,723,441)  

80,026,164 

(76,325,521)  

81,044,041 

(77,236,923)  

82,184,971 

(77,9 93,707)  

        
経常費用（千円） 80,862,396 

80,262,247 

(76,984,167)  

80,062,034 

(76,336,708)  

79,991,195 

(76,418,569)  

80,416, 639 

(76, 529, 428)  

        
経常利益（千円） 81,115,799 

80,326,048 

(75,767,840)  

80,108,192 

(76,168,171)  

80,066,542 

(76,292,033)  

 80,451, 292 

(76, 440, 525)  

        行政サービス実施

コスト（千円） 
78,334,967 

72,847,832 

(70,778,600)  

74,759,808 

(72,710,137)  

73,431,694 

(71,284,533)  

73,296, 824 

(70, 816, 961)  

        従事人員数 10,062 9,953 9,746 9,706 9,691 
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３．各事業年度の業務に係る目標、計画、業務実績、年度評価に係る自己評価及び主務大臣による評価 

 中期目標 中期計画 年度計画 主な評価指

標 

法人の業務実績・自己評価 主務大臣による評価 

業務実績 自己評価 

 （５）学生支援・

生活支援等 

                        

中学校卒業直後

の学生を受入

れ、かつ、相当数

の学生が寄宿舎

生活を送ってい

る特性を踏まえ

修学上の支援に

加え進路選択や

心身の健康等の

生活上の支援を

充実させる。ま

た、寄宿舎など

の学生支援施設

の整備を計画的

に進めるととも

に、各種奨学金

制度など学生支

援に係る情報の

提供体制を充実

させる。さらに、

学生の就職活動

を支援する体制

を充実し、学生

一人ひとりの適

性と希望にあっ

た指導を行う。 

 

（５）学生支援・

生活支援等  

 

 

① 中学校卒業

直後の学生を受

入れ、かつ、相当

数の学生が寄宿

舎生活を送って

いる特性を踏ま

え、高等専門学

校のメンタルヘ

ルスを含めた学

生支援・生活支

援の質の向上及

び支援業務等に

おける中核的人

材の育成等を推

進する。  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（５）学生支援・

生活支援等 

 

 

①- 1学生のメン

タルヘルスを含

めた学生指導等

に関する講習会

等を開催し、学

生支援の質の向

上及び支援業務

における中核的

人材の育成を推

進する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

＜主な定量的

指標＞ 

・90％以上の

就職率を維持。 

・メンタルヘ

ルス等の研修

会の実施状況 

 

＜その他の指

標＞ 

・寄宿舎・図書

館等学生の教

育環境整備が

推進されてい

るか。（その他

指標） 

 

＜評価の視点

＞ 

・平成 28 年 4

月 1 日に試行

された「障害者

差別解消法」に

より、国の行政

機関は障害者

に対し適切に

対応すること

が義務付けら

れた。高専にお

いても支援を

必要とする障

害者の現状を

把握し今後の

対応を図る必

要がある。（平

成 29度評価） 

・いじめや自

殺等の問題行

＜主要な業務実績＞ 

 

 

 

①－１ 学生のメンタルヘルスに関する講習会等の実施状況 

1) 新任校長、学生主事、学生支援に携わる教員、看護師等を対象

として学生支援担当教職員研修を開催し、専門的な知見を取り

入れるとともに、具体的な事例等をもとにした議論及び各高専

の特色ある取組について講演を行い、学生支援における理解を

深めるとともに人材養成を推進し、全 51の国立高専及び公私立

高専から 159名の教職員が参加した。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2)  各高専に在籍する障害学生の人数を調査し、学生支援担当教

職員研修において、発達障害のある学生の支援体制について積

極的に取り組んでいる高等専門学校の事例について全国の高等

専門学校に情報共有を行った。また、障害の種類や程度により、

校舎や寄宿舎等にエレベータの新設や段差解消スロープ・手す

りの設置、多目的トイレの整備等のバリアフリー化や、座席配

置・授業、試験、レポート、実験への支援、体育等の実技科目に

対する配慮等を実施した。 

 

 

 

 

 

 

 

 

＜評定＞ 

評定：Ｂ 

 

＜評定根拠＞ 

・各高専においてメン

タルヘルス等の研修会

を 161回実施し、各高

専の取組について各高

専に共有することによ

って有効事例の活用を

促し、各高専の取組の

充実を図った。 

・新任校長、学生主事、

学生相談に携わる教

員、看護師等を対象と

して、学生支援担当教

職員研修を開催し、メ

ンタルヘルス等の学生

支援における理解を深

めるとともに人材養成

を推進した。 

・各高専に在籍する障

害学生の人数を調査

し、学生支援担当教職

員研修において、発達

障害のある学生の支援

体制について積極的に

取り組んでいる高等専

門学校の事例について

全国の高等専門学校に

情報共有を行った。ま

た、障害の種類や程度

により、校舎や寄宿舎

等にエレベータの新設

や段差解消スロープ・

手すりの設置、多目的

トイレの整備等のバリ

アフリー化や、座席配

評定 Ｂ 

＜評定に至った理由＞ 

中期計画に定められたとおり、概ね着実に業務が実施され

たと認められるため。 

自己評価書の「Ｂ」との評価結果が妥当であると確認でき

た。 

 

＜今後の課題・指摘事項＞ 

・いじめや自殺等の問題行動に対応するための体制整備が

進められているが、今後も実効性のある取組を展開するこ

とが期待される。 

・寄宿舎について、整備計画に基づき、順次、整備が進め

られているところであるが、留学生や女子学生の受入拡大

も見据え、ダイバーシティにも配慮したシェアハウス型の

国際寮の整備など、高専の機能強化に資する取組が期待さ

れる。 

 

＜その他事項＞ 

（有識者からの意見） 

・メンタルヘルスに関する講習会の開催や発達障害のある

学生支援に積極的に取り組んでいる点が評価できる。  
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動を未然に防

ぐ具体的な取

組を明らかに

するとともに、

その成果を検

証した上で、今

後も実効性の

ある取組を展

開することが

期待される。

（平成 29度評

価） 

・取組の実施

（インプット）

による自己評

価が目立つが、

取組を通じて

どのような成

果が得られた

のか。具体的な

アウトプット、

アウトカムの

記載に努める

こと【再掲】。

（平成 29度評

価） 

・個人情報の

適切な管理の

もと、学生情報

をはじめ、収集

した情報をビ

ッグデータと

して分析する

等、教育サービ

スの向上のた

め活用するこ

とが望ましい。

【再掲】（平成

29度評価） 

・学生サービ

スの一環とし

 

 

 

 

3)  各高専における学生指導体制整備、各高専で発生した事件・事

故等に関するフォローアップ、助言、未然防止のための取組等を

行うことを目的として、法人本部学務課に３名のスーパーバイ

ザー（学識経験者、社会福祉士、臨床心理士）を配置し、学生指

導体制の強化を図った。また、各高専にカウンセラーやソーシャ

ルワーカー等専門人材が雇用できるよう戦略的に予算を配分

し、各高専における学生相談体制の充実を図り、前年度と比較し

て、カウンセラーへの相談件数は 18,704件（前年度 15,855件）、

ソーシャルワーカー等専門人材への相談件数は4,014件(前年度

1,627 件)と大幅に増加した。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4)  自殺予防を目的として全高専学生を対象に、平成 25年度から

実施してきた「こころとからだの健康調査」に加え、より学生の

状態を多角的・総合的に把握し支援するために、平成 30年度か

ら新たに「学校適応感尺度調査」を実施した。この結果、自殺予

防のアセスメントとして、複数の調査方法を取り入れることで、

学生の絞り込みを行い、専門家や専門機関への面談に繋げると

いった学生相談体制が確立された。 

 

 

 

置・授業、試験、レポー

ト、実験への支援、体育

等の実技科目に対する

配慮等を実施した。 

・各高専における学生

指導体制整備、各高専

で発生した事件・事故

等に関するフォローア

ップ、助言、未然防止の

ための取組等を行うこ

とを目的として、法人

本部学務課に３名のス

ーパーバイザー（学識

経験者、社会福祉士、臨

床心理士）を配置し、学

生指導体制の強化を図

った。また、各高専にカ

ウンセラーやソーシャ

ルワーカー等専門人材

が雇用できるよう戦略

的に予算を配分し、各

高専における学生相談

体制の充実を図り、前

年度と比較して、カウ

ンセラーへの相談件数

は 18,704 件（前年度

15,855件）、ソーシャル

ワーカー等専門人材へ

の相談件数は 4,014 件

(前年度 1,627 件)と大

幅に増加した。 

・自殺予防を目的とし

て全高専学生を対象

に、平成 25年度から実

施してきた「こころと

からだの健康調査」に

加え、より学生の状態

を多角的・総合的に把

握し支援するために、

平成 30 年度から新た

に「学校適応感尺度調
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て、図書館等の

活用状況（デジ

タル資料への

アクセス含む）

についても、触

れる必要があ

る。（平成 29度

評価） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 5） 教育サービス向上のため、入試や学務など教育関係のデータ

ベースに加え、教員情報などの情報も含む総合的なデータベー

スであるKOREDAにより、各校から収集した学生情報をビッグデ

ータとして分析することで、学生支援・生活支援等の取組に活用

することを進めている。 

 

 

 

 

 

 

 

また、学生の図書館の利用者数、貸出冊数などの利用状況につ

いて、平成 30年度より調査を開始し、各図書館の運営上での参

考とした。また、統合図書館システムの導入による各高専図書館

の蔵書について、横断的に確認・利用することができ、利用者へ

の貸出サービスの向上につながっている。 

 

＜特色ある有効事例＞ 

【保健管理システム導入による学生支援（松江高専）】 

・学生相談や個別支援といった学生対応数の増加、事案の複雑

化による対応教職員の業務負担増という背景から、保健管理シ

ステムの導入により、「学生相談の内容」「保健室の利用状況」

「健康診断項目」といった情報の管理や、関係教職員との共有

が容易となり、業務の負担を軽減化できたほか、即時性のある

学生支援を実施することができた。 

 

【発達障害学生への支援の実施（北九州高専）】 

・障害の特性に応じて、個別又はグループごとに高学年の TA

を配置して学習面の支援を行った。 

・臨床心理士が週に1回程度ソーシャルスキルトレーニングを

行ったほか、レポート等の課題管理を行った。 

査」を実施した。この結

果、自殺予防のアセス

メントとして、複数の

調査方法を取り入れる

ことで、学生の絞り込

みを行い、専門家や専

門機関への面談に繋げ

るといった学生相談体

制が確立された。 

・入試や学務など教育

関係のデータベースに

加え、教員情報などの

情報も含む総合的なデ

ー タ ベ ー ス で あ る

KOREDAにより、各校の

学生情報を収集・分析

することで、学生支援・

生活支援等の取組に活

用することを進めてい

る。 

 

・学生の図書館等の利

用状況について、平成

30年度より調査を実施

した。 
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② 寄宿舎など

の学生支援施設

の計画的な整備

を図る。  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

③ 独立行政法

人日本学生支援

機構などと緊密

に連携し、高等

専門学校におけ

る各種奨学金制

度など学生支援

に係る情報の提

供体制を充実さ

せるとともに、

産業界等の支援

 

 

 

 

 

 

 

 

①- 2 経済情勢

等を踏まえ、関

係機関等と連携

の上、学生に対

する修学支援、

生活支援を推進

するとともに、

社会に向けて周

知を図るなど支

援の活用を促進

する。 

 

② 国立高専機

構施設整備５か

年計画（平成 28

年 6 月決定）に

基づき、各高専

の寄宿舎などの

学生支援施設に

ついて実態やニ

ーズに応じた整

備を推進する。 

③ 各高専に対

して各種奨学金

制度の積極的な

活用を促進する

ため、ホームペ

ージを活用し

て、学生を対象

とした奨学団体

への情報を掲示

する。 

 また、産業界

 

【障害学生への支援の実施（米子高専）】 

・様々な就学上の配慮（教材の拡大・板書撮影許可・別室授業・

別室受験・教室内座席配慮・実技、実習配慮・出席に関する配慮

(途中退席)・提出期限延長）や生活上の配慮（専門家によるカウ

ンセリング・薬品の保管・精神不安定時の居場所の確保）を実施。 

 

①－２ 就学支援等の推進状況 

平成 29年度に実施した関係諸規則の改正に基づき、経済的支援

の必要な学生、災害救助法適用地域における被災学生等へ、即時性

のある就学支援を実施した。 

 

② 学生支援施設の整備状況 

1)  寄宿舎等の学生支援施設については、高専の中長期的な施設

整備計画として策定した「施設 5か年計画」及び施設の現状・利

用状況を踏まえて、整備を図っている。 

2) 寄宿舎については、必要に応じて、各高専において使用実態と

ニーズを把握するとともに整備計画の見直しを図るなど、今後

の寄宿舎の整備について検討を行い、21 校において入寮者の増

加に伴い不足又は狭隘となっている居室の解消や老朽改修など

の寄宿舎の整備を実施した。 

 

 

 

 

 

 

 

 

③ 各種奨学金による学生支援 

1)  法人本部の奨学金は、高専機構ウェブサイト等を活用して積

極的に周知を行った。また、引き続き産業界等の支援による奨学

金について、適切に運用を行い、支援の必要な学生に支給した。 

また、平成 30年度に新たに上田記念財団奨学金と奨学金に関

する協定を締結し、土木工学を学び経済的な支援が必要な学生

に対して奨学金を給付することより、学生支援体制を強化した。 

 

＜高専機構の奨学金の採用状況（平成 30年度）＞   （名） 

全国学生対象 
公益財団法人天野工業技術研究所奨学金 55 

公益財団法人ウシオ財団奨学金 6 

東日本大震災 コマツ奨学金 18 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・寄宿舎については、

必要に応じて、各高専

において使用実態とニ

ーズを把握するととも

に整備計画の見直しを

図るなど、今後の寄宿

舎の整備について検討

を行い、21校において

入寮者の増加に伴い不

足又は狭隘となってい

る居室の解消や老朽改

修などの寄宿舎の整備

を実施した。 

 

 

 

 

・平成 30年度に新たに

上田記念財団奨学金と

奨学金に関する協定を

締結し、土木工学を学

び経済的な支援が必要

な学生に対して奨学金

を給付することより、

学生支援体制を強化し

た。 
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による奨学金制

度の充実を図

る。  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

④ 学生の適性

や希望に応じた

進路選択のた

め、企業情報、就

職・進学情報な

どの提供体制や

相談体制を含め

たキャリア形成

支援を充実させ

る。なお、景気動

向等の影響を勘

案しつつ、国立

高等専門学校全

体の就職率につ

いては前年度と

同様の高い水準

を維持する。  

等の支援による

奨学金を適切に

運用し、制度の

充実を図る。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

④－１ 各高専

における企業情

報、就職・進学情

報などの提供体

制・相談方法を

含めたキャリア

形成支援に係る

体制について、

また、高い就職

率を確保するた

めの取組状況に

ついて調査し、

その事例を各高

専に周知する。 

 

 

 

被災学生対象 DMG MORI奨学基金 36 

土木工学学生

対象 

上田記念財団奨学金 36 

 

2)  産業界との連携等を促進することにより、高専の学生への新

たな奨学金制度の拡充を図り、奨学金による学生支援に努めて

いる。 

 

 

 

 

 

3)  高等専門学校の社会的評価を高め、高専卒業生の初任給等の

処遇促進に向けて、産業界等との意見交換等により情報発信を

行っている。 

 

 

 

 

 

 

④ キャリア形成支援及び就職率確保のための取組状況 

1）各高専のキャリア支援に係る体制について、高い就職率を確保

するための取組について調査し、情報共有を行った。 

 

＜特色ある有効事例＞ 

【キャリア支援の取組（沼津高専）】 

・３年生を対象としたインターンシップマッチング会を開催 

・４年生を対象とした｢企業が求める人材と就職の進路選択｣授

業 

・５年生と専攻科２年生を対象とした社会人準備講座（講師は

校長が務める） 

 

【ジェネリックスキルテストの導入（松江高専）】 

・ジェネリックスキルテストを導入し、現在の自分の得意、苦手

分野を把握し、進路決定の参考にしている。 

 

【高専女子フォーラムの開催（舞鶴高専）】 

・高専女子フォーラム in 関西を開催し、女子高専生が，女子中

学生・保護者、企業関係者等を対象に、専門教育・研究活動・学

生生活の各分野における自身の成長・活躍のＰＲを行った。ま

 

 

 

 

 

 

・産業界との連携等を

促進することにより、

高専の学生への新たな

奨学金制度の拡充を図

り、奨学金による学生

支援に努めている。 

 

 

・高等専門学校の社会

的評価を高め、高専卒

業生の初任給等の処遇

促進に向けて、産業界

等との意見交換等によ

り情報発信を行ってい

る。 

 

 

 

・各高専において、進

路支援のためのシステ

ムを活用した情報提供

を行う取組などによ

り、就職率は、99.7%と

なっている。 
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⑤ 船員養成機

関である高等専

門学校の商船学

科においては、

船員不足のニー

ズに応えるた

め、現状を分析

した上で、関係

機関と協力して

船員としての就

職率を上げるた

めの取組を行

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

④－２ 就職問

題懇談会「採用

選考活動に関す

る申合せ」に基

づく各高専の適

切な進路指導を

促進する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

⑤ 船員養成の

ニーズに応える

ため、現状を分

析し、関係機関

と協力して船員

としての就職率

を上げるための

取組を推進す

る。 

た、企業の男女共同参画取組等の発表聴講を通じ、将来、女性エ

ンジニアとして働く姿を具体的にイメージさせるキャリア教育

を行った。） 

 

【商船高専における就職率向上の取組（広島商船高専）】 

・全国内航タンカー組合及び組合に所属する会社を数社招いて

４年生を対象とした船員業務の説明会を開催した 

・海運関係企業の担当者を招き、４年生を対象として、インター

ンシップの説明会を開催し、インターンシップ参加に繋げた。 

 

2)  就職問題懇談会に参加し、情報共有を行うとともに、「採用選

考活動に関する申合せ」に基づき、適切な進路指導を促進した。 

3) 日本経済新聞社と連携・協力し、高専卒業生の企業や社会での

活躍、高専生が期待されている理由・背景等についての特別講義

を開催し、学生のキャリア形成に対する意識の向上を図った。 

 

 

4)  女子学生のキャリア支援を目的として、近畿地区の高専を中

心とした「高専女子フォーラム in 関西」を開催し、ポスター発

表による構成力、プレゼン力を育成するとともに、企業参加者と

直接交流を図ることでキャリア形成を促進した。 

 

＜就職希望者における就職率（本科）＞       （％） 

平成 29年度 平成 30年度 

99.8 99.7 

 

⑤ 次世代の海洋人材の育成に関する取組状況 

1) 「国立高専における次世代の海洋人材の育成に関する協議会」

を 2回開催し、商船系の高専（5校）、商船系大学、海事・海洋

に関する協会等と「今後の商船系の高専の在り方」等について意

見交換を行った。 

2) また、船員としての就職率を向上させるため、以下の取組を実

施した。 

(ｱ)  海事・海洋分野の人材育成として、高度な海事・海洋教育

を目指し、教材開発、英語力向上プログラム、キャリア教育

セミナー及び海外の海事系大学でのインターンシップを実

施した。 

(ｲ)  海事・海洋の魅力を伝える広報活動として、工業高専の技

術体験や練習船を利用した海洋体験教育、海洋関連企業と連

携した現場見学等を行う「高専フェア」のイベントを開催し

た。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・就職問題懇談会に参

加し、情報共有を行う

とともに、「採用選考活

動に関する申合せ」に

基づき、適切な進路指

導を促進した。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・平成 29年度に商船系

の高専（5校）、商船系

大学、海事・海洋に関す

る協会等との連携によ

り「国立高専における

次世代の海洋人材の育

成に関する協議会」を

設置した。本協議会は

年に２回開催してお

り、平成 30年度は商船

系大学（2大学）及び海
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う。 (ｳ)  5 商船系の高専が開催する「高専・海事教育フォーラム」

を開催し、次世代の海洋人材の育成に関する取組の報告や海

事・海洋に関する協会等と「今後の海事・海洋人材の育成」

をテーマとして、パネルディスカッションを実施した。 

 

事・海洋に関する協会

と「今後の商船系の高

専の在り方」等につい

て意見交換を行った。 

・5 商船系の高専が開

催する「高専・海事教育

フォーラム」を開催し、

次世代の海洋人材の育

成に関する取組の報告

や海事・海洋に関する

協会等と「今後の海事・

海洋人材の育成」をテ

ーマとして、パネルデ

ィスカッションを実施

した。 

 

 

４．その他参考情報 

特になし 
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様式１－１－４－１ 中期目標管理法人 年度評価 項目別評定調書（国民に対して提供するサービスその他の業務の質の向上に関する事項）様式 

 

１．当事務及び事業に関する基本情報 

１－６ １.教育に関する事項 （６）教育環境の整備・活用 

業務に関連する政策・施

策 

政策目標４：個性が輝く高等教育の振興 

施策目標４－１：大学などにおける教育研究の質の向上 

当該事業実施に係る根拠（個

別法条文など） 

独立行政法人国立高等専門学校機構法第１２条第１号、第２号 

学校教育法第１１５条 

高等専門学校設置基準第２条、第２２条～第２７条の２ 

当該項目の重要度、難易

度 

 関連する政策評価・行政事業

レビュー 

令和元年度行政事業レビュー番号 ０１４４ 

 

 

２．主要な経年データ 

 ①主要なアウトプット（アウトカム）情報  ②主要なインプット情報（財務情報及び人員に関する情報） 

指標等 達成目標 基準値 

（前中期目標期間

最終年度値等） 

２６年度 

 

２７年度 

 

２８年度 

 

２９年度 

 

３０年度 

 

 ２６年度 

 

２７年度 

 

２８年度 

 

２９年度 

 

３０年度 

 

 

27

100  

98.4  99.7  100  100  100  100  

予算額（千円） 

80,952,000 
81,457,144 

(78,144,000)  

80,633,983 

(77,176,173)  

82,309,422 

(78,425,401)  

81,784,401  

(77,195,943)  

 
80  

 35  46  55  81  91% 

決算額（千円） 

81,228,921 
82,217,732 

(78,723,441)  

80,026,164 

(76,325,521)  

81,044,041 

(77,236,923)  

82,184,971 

(77,9 93,707)  

        経常費用（千円） 
80,862,396 

80,262,247 

(76,984,167)  

80,062,034 

(76,336,708)  

79,991,195 

(76,418,569)  

80,416, 639 

(76, 529, 428)  

        経常利益（千円） 
81,115,799 

80,326,048 

(75,767,840)  

80,108,192 

(76,168,171)  

80,066,542 

(76,292,033)  

 80,451, 292 

(76, 440, 525)  

        行政サービス実施

コスト（千円） 
78,334,967 

72,847,832 

(70,778,600)  

74,759,808 

(72,710,137)  

73,431,694 

(71,284,533)  

73,296, 824 

(70, 816, 961)  

        従事人員数 10,062 9,953 9,746 9,706 9,691 
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３．各事業年度の業務に係る目標、計画、業務実績、年度評価に係る自己評価及び主務大臣による評価 

 中期目標 中期計画 年度計画 主な評価指標 法人の業務実績・自己評価 主務大臣による評価 

業務実績 自己評価 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

  

PCB 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- 1 

28 6

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

1)  

5 28 6

29 3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2) 

1.1 1.0

2012

2018 30 9  

3) 7

 

 

 

 

 

5

28 6

29 3

 

28

5

 

 

評定 Ｂ 

＜評定に至った理由＞ 

中期計画に定められたとおり、概ね着実に業務が実施

されたと認められるため。 

自己評価書の「Ｂ」との評価結果が妥当であると確認で

きた。 

 

＜今後の課題・指摘事項＞ 

・寄宿舎について、整備計画に基づき、順次、整備が進

められているところであるが、留学生や女子学生の受

入拡大も見据え、ダイバーシティにも配慮したシェア

ハウス型の国際寮の整備など、高専の機能強化に資す

る取組が期待される。【再掲】 

・PCB廃棄物の処理については、処理計画に基づき、

処理が行われているが、処理が完了したはずの高専か

ら PCB

 

 

＜その他事項＞ 

（有識者からの意見） 

・充分な資質を持った高専入学者を確保するためには、

高専の教育や進路についての魅力とともに、キャンパ

スの建物、実験・実習設備、寮設備などについての魅力

も志願者に感じてもらえることが望ましい。安全や環

境の観点に加えて、入学者の確保の観点からのキャン

パス作りも計画的に進める必要がある。 

・本科の 4 年次以降、及び専攻科では学生が各研究室

で実験を行う機会が増える。各研究室に配属される学

生の安全に関する講習会参加は義務化し、安全に対す

る意識の向上が望まれる。 

 



47 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

29

 

29  

 

 

12

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4) 

31 3  

5) 

 

6) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7

12

 

31 3  
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- 2 

 

 

- 3 PCB

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

 

 

  

1) 

 

2) 

 

 

 PCB  

PCB 26

31 PCB

30 45

 

 

PCB 30  

 

PCB              

29  30  

81 91 

 

  

1) 

30 383  

( )  

( ) 

 

( )  

( )  

 

 

29  30  

 399 383  

 

2) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PCB 

91%

 

 

 

 

 

 

 

 

 

383
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1) 

 

2) 

 

3) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

４．その他参考情報 

特になし 
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様式１－１－４－１ 中期目標管理法人 年度評価 項目別評定調書（国民に対して提供するサービスその他の業務の質の向上に関する事項）様式 

 

１．当事務及び事業に関する基本情報 

１－７ ２ 研究や社会連携に関する事項） 

業務に関連する政策・施

策 

政策目標４：個性が輝く高等教育の振興 

施策目標４－１：大学などにおける教育研究の質の向上 

当該事業実施に係る根拠（個

別法条文など） 

独立行政法人国立高等専門学校機構法第１２条第１号、第３号、第４号 

学校教育法第１１５条 

高等専門学校設置基準第２条、第１７条の４～第２１条、第２７条の２ 

当該項目の重要度、難易

度 

 関連する政策評価・行政事業

レビュー 

令和元年度行政事業レビュー番号 ０１４４ 

 

 

２．主要な経年データ 

 ①主要なアウトプット（アウトカム）情報  ②主要なインプット情報（財務情報及び人員に関する情報） 

指標等 達成目標 基準値 

（前中期目標期間

最終年度値等） 

２６年度 

 

２７年度 

 

２８年度 

 

２９年度 

 

３０年度 

 

 ２６年度 

 

２７年度 

 

２８年度 

 

２９年度 

 

３０年度 

 

 
 

4,575 

百万円 

2,779 

百万円 

2,974 

百万円 

3,066 

百万円 

2,705 

百万円 

2,553 

百万円 

予算額（千円） 

80,952,000 
81,457,144 

(1,805,000)  

80,633,983 

(77,176,173)  

82,309,422 

(1,745,756)  

81,784,401  

(1,860,302)  

 
 

744 914 770 803 738 833 

決算額（千円） 

81,228,921 
82,217,732 

(1,703,306)  

80,026,164 

(76,325,521)  

81,044,041 

(1,615,425)  

82,184,971 

(1,529,941)  

        経常費用（千円） 
80,862,396 

80,262,247 

(1,517,243)  

80,062,034 

(76,336,708)  

79,991,195 

(1,513,872)  

80,416,639 

(1,470,030)  

        経常利益（千円） 
81,115,799 

80,326,048 

(2,841,572)  

80,108,192 

(76,168,171)  

80,066,542 

(1,699,007)  

 80,451,292 

(1,591,311)  

        行政サービス実

施コスト（千円） 
78,334,967 

72,847,832 

(371,314)  

74,759,808 

(72,710,137)  

73,431,694 

(322,311)  

73,296,824 

(337,910)  

        従事人員数 10,062 9,953 9,746 9,706 9,691 
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３．各事業年度の業務に係る目標、計画、業務実績、年度評価に係る自己評価及び主務大臣による評価 

 中期目標 中期計画 年度計画 主な評価指

標 

法人の業務実績・自己評価 主務大臣による評価 

業務実績 自己評価 

  

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

29

 

 

 

 

 

 

 

 

  

1) 

 

2) 

 

 

 

 

3) 

30 3

 

 

 

  

1)  

 

 

 

 

 

1.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

評定 Ｂ 

＜評定に至った理由＞ 

中期計画に定められたとおり、概ね着実に業務が実施され

たと認められるため。 

自己評価書の「Ｂ」との評価結果が妥当であると確認でき

た。 

 

＜今後の課題・指摘事項＞ 

外部資金の獲得に向けた様々な取組を行っているが、獲得

金額が前年度から減少している。引き続き、外部資金の獲得

に向けた取組の拡充や体制整備が期待される。 

 

＜その他事項＞ 

（有識者からの意見） 

・全国８地区に拠点コーディネーターを１名ずつ配置して

いたのを、東西２拠点に集約の上、高専リサーチアドミニス

トレーターへと再編する取組に着手したという記載がある

が、具体的に平成 30年度はどのようなことをしたのか。後

述の「収益の確保、予算の効率的な執行、適切な財務内容の

実現状況」（p.77）には「高専リサーチアドミニストレータ

ーの活動による外部資金獲得に向けた取組を行なったとこ

ろで・・」という記載があり、すでに高専リサーチアドミニ

ストレーターは配置済みと理解できる。また第３期中期計

画期間の事業報告書では平成 29 年度に体制を構築した

（p.28）という記載があることから、具体的な活動状況と成

果を記述していただきたい。 

・専攻科が地元企業等と連携し、研究活動を通し地域に貢

献している例が複数示された。 
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3. 

 

 

2) 

 

3) 

3

 

4) 

 

5) 
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Society5.0

KOSEN

 

 

            

 29  30  
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2) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

1) 
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29  30  

738 833 

 

 

 

４．その他参考情報 

特になし 
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様式１－１－４－１ 中期目標管理法人 年度評価 項目別評定調書（国民に対して提供するサービスその他の業務の質の向上に関する事項）様式 

 

１．当事務及び事業に関する基本情報 

１－８ ３ 国際交流等に関する事項 

業務に関連する政策・施

策 

政策目標４：個性が輝く高等教育の振興 

施策目標４－１：大学などにおける教育研究の質の向上 

当該事業実施に係る根拠（個

別法条文など） 

独立行政法人国立高等専門学校機構法第１２条第１号、第２号 

学校教育法第１１５条 

高等専門学校設置基準第２条 

当該項目の重要度、難易

度 

） 

 

関連する政策評価・行政事業

レビュー 

令和元年度行政事業レビュー番号 ０１４４ 

 

２．主要な経年データ 

 ①主要なアウトプット（アウトカム）情報  ②主要なインプット情報（財務情報及び人員に関する情報） 

指標等 達成目標 基準値 

（前中期目標期間最

終年度値等） 

２６年度 

 

２７年度 

 

２８年度 

 

２９年度 

 

３０年度 

 

 ２６年度 

 

２７年度 

 

２８年度 

 

２９年度 

 

３０年度 

 

  
389  395  443  504  488  454  予算額（千円） 80,952,000 

81,457,144 

(395,000)  

80,633,983 

(77,176,173)  

82,309,422 

(819,458)  

81,784,401  

(1,332,693)  

  
2,648  2,538  2,409  2,496  2,531  3,395  決算額（千円） 81,228,921 

82,217,732 

(497,828)  

80,026,164 

(76,325,521)  

81,044,041 

(797,182)  

82,184,971 

(1,381,884)  

        
経常費用（千円） 80,862,396 

80,262,247 

(429,424)  

80,062,034 

(76,336,708)  

79,991,195 

(780,825)  

80,416,639 

(1,073,861)  

        
経常利益（千円） 81,115,799 

80,326,048 

(475,505)  

80,108,192 

(76,168,171)  

80,066,542 

(783,928)  

 80,451,292 

(1,035,503)  

        行政サービス実施

コスト（千円） 
78,334,967 

72,847,832 

(378,737)  

74,759,808 

(72,710,137)  

73,431,694 

(603,811)  

73,296,824 

(895,234)  

        従事人員数 10,062 9,953 9,746 9,706 9,691 
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３．各事業年度の業務に係る目標、計画、業務実績、年度評価に係る自己評価及び主務大臣による評価 

 中期目標 中期計画 年度計画 主な評価指

標 

法人の業務実績・自己評価 主務大臣による評価 

業務実績 自己評価 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

200  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

1) 

30

335  

 

 

29  30  

305 335 

 

2) 1

30 35  

 

30  

      

  

 

3) 

 

4) 3,395

2,075

1,512

 

 

                 

 29  30  

 2,531 3,395  

 1,837  2,075 

  

 

 

 

 

           

 

 

 

 

 

 

335

 

1

 

 

 

 

3,395

2,075

 

1,512

 

評定 Ａ 

＜評定に至った理由＞ 

以下に示すとおり、中期目標に定められた以上の業務の達

成が認められるため。 

 

＜評価すべき実績＞ 

・自己評価ではＢ評定であるが、以下のように、評価を引

き上げるべき達成があったと認められる。 

・研修等を目的として海外へ渡航した学生数は 3,395 名、

学会への参加や研究活動等を目的として海外へ渡航した

教員数は 2,075 名と前年度より大きく増加しており、グロ

ーバルに活躍できる技術者を育成に貢献している。 

・モンゴル、タイ、ベトナム等の国を対象に、高専型教育

のリソースを各国のニーズに応じて展開することで、技術

者教育分野での国際貢献を果たし、相互交流を通じた高専

の更なる国際化・高度化を進めた。 

 

 

＜今後の課題・指摘事項＞ 

留学生の受入拡大に向けて、様々な取組を行っているが、

引き続き、海外からの学生受入数の拡大に向け、着実な取

組の推進が期待される。 

 

＜その他事項＞ 

（有識者からの意見） 

・高専型教育の海外展開事業を継続的に実施するに加え

て、本年度インドネシアの教育機関と新たに包括的学術交

流協定を締結し、活動を拡大していることは評価できる。 

・平成 30年度の学生・教員海外渡航者数が 3，395人と前

年度（2，531人）と比べ飛躍的に増加した。 

・海外インターンシップの学生派遣数が平成 30 年度に大

幅に増加したことは高く評価できる。 

・タイ、ベトナム、モンゴル等東南アジア諸国の留学生を

積極的に受け入れると共に、高専機構と包括的学術交流協

定を結んでいる各大学との連携を強化した。 

・海外交流についての海外向け PR、国内向け PR を引き

続き実施することが望まれる。 

・海外から高専型教育が高く評価されているのであれば、
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29  
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29  30  

1,464 1,512 

 

  

1) 

 ISTS2018International Seminar on Technology for 

Sustainability 2018 40 68

ISTS

 

2) 

5 ISATE2018

International Symposium on Advances in Technology Education 2018

VTC/IVE

 

 

  

30 20

 

 

 FD

 

30 3

 

 

  

26 28

9

 

 

 

 

 
 
 
 

  

  

JAPAN

 

 

 

 

ISTS2018

ISATE2018

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

26

28

9

 

 

 

留学生の受け入れ数が平成 30 年度には前年度より減少し

ている点をどのように分析しているのだろうか。急激な留

学生数の増加は施設等の関係で難しいが、各高専は留学生

受け入れにもっと積極的に取り組んでいただきたい。 
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( )  

      

 

 

( )  

      2 5 1

40

 

1

 

 

  (  

     KOSEN FORUM IN VietNam 5

 

 

 (2)  

 

(3)  

   

 
 

 

 

 

４．その他参考情報 

特になし 
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様式１－１－４－１ 中期目標管理法人 年度評価 項目別評定調書（国民に対して提供するサービスその他の業務の質の向上に関する事項）様式 

 

１．当事務及び事業に関する基本情報 

１－９ ４ 管理運営に関する事項） 

業務に関連する政策・施

策 

政策目標４：個性が輝く高等教育の振興 

施策目標４－１：大学などにおける教育研究の質の向上 

当該事業実施に係る根拠（個

別法条文など） 

 

 

 

当該項目の重要度、難易

度 

 関連する政策評価・行政事業

レビュー 

行政事業レビュー番号 ０１４４ 

 

 

２．主要な経年データ 

 ①主要なアウトプット（アウトカム）情報  ②主要なインプット情報（財務情報及び人員に関する情報） 

指標等 達成目標 基準値 

（前中期目標期間

最終年度値等） 

２６年度 

 

２７年度 

 

２８年度 

 

２９年度 

 

３０年度 

 

 ２６年度 

 

２７年度 

 

２８年度 

 

２９年度 

 

３０年度 

 

 

 

13,403,150 

 

12,642,107 

 

12,290,818 

 

12,660,972  

 

12,655,952 

 

12,886,316

 

予算額（千円） 

80,952,000 
81,457,144 

(53,000)  

80,633,983 

(77,176,173)  

82,309,422 

(67,288)  

81,784,401  

(66,407)  

 

 

27 25 40 57 66 116 

決算額（千円） 

81,228,921 
82,217,732 

(49,838)  

80,026,164 

(76,325,521)  

81,044,041 

(66,489)  

82,184,971 

(71,723)  

        経常費用（千円） 
80,862,396 

80,262,247 

(50,827)  

80,062,034 

(76,336,708)  

79,991,195 

(67,280)  

80,416,639 

(71,161)  

        経常利益（千円） 
81,115,799 

80,326,048 

(45,464)  

80,108,192 

(76,168,171)  

80,066,542 

(66,603)  

80,451,292 

(58,365)  

        行政サービス実

施コスト（千円） 
78,334,967 

72,847,832 

(50,411)  

74,759,808 

(72,710,137)  

73,431,694 

(58,033)  

73,296,824 

(71,147)  

        従事人員数 10,062 9,953 9,746 9,706 9,691 
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３．各事業年度の業務に係る目標、計画、業務実績、年度評価に係る自己評価及び主務大臣による評価 

 中期目標 中期計画 年度計画 主な評価指標 法人の業務実績・自己評価 主務大臣による評価 

業務実績 自己評価 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- 1 

 

 

 

 

 

 

- 2  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

27 12

30  

 

 

 

 

 

 

  

1) 30

PDCA

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2) 

 

 

 

 

 

 

 

 

27 12

30

 

30

PDCA

 

評定 Ｂ 

＜評定に至った理由＞ 

中期計画に定められたとおり、概ね着実に業務が実施され

たと認められるため。 

自己評価書の「Ｂ」との評価結果が妥当であると確認でき

た。 

 

＜今後の課題・指摘事項＞ 

・情報セキュリティの強化に向けた研修や情報発信など

の取組が行われているが、その効果の検証が行われていな

い。教職員だけでなく、学生まで含めた、

 

 

＜その他事項＞ 

（有識者からの意見） 

・コンプライアンス向上に向けた研修の回数が大幅に増

加して、積極的にコンプライアンス意識の向上に向けた取

組が推進されている点、研究倫理教育の充実が図られた点

は高く評価できる。昨今、日本の高等教育機関では様々な

ハラスメントが生じているので、高専もハラスメント関連

の研修を前向きに検討していただきたい。 
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４．その他参考情報 

特になし 
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様式１－１－４－２ 中期目標管理法人 年度評価 項目別評定調書（業務運営の効率化に関する事項、財務内容の改善に関する事項及びその他の業務運営に関する重要事項）様式 

 

１．当事務及び事業に関する基本情報 

２－１ 業務の効率化、資源配分の状況 

当該項目の重要度、難易

度 

－ 関連する政策評価・行政事業

レビュー 

令和元年度行政事業レビュー番号 ０１４４ 

 

 

２．主要な経年データ 

 評価対象となる指標 達成目標 基準値 

（前中期目標期間最終年

度値等） 

２６年度 ２７年度 ２８年度 ２９年度 ３０年度 （参考情報） 

当該年度までの累積値等、必要

な情報 

 

 

243 313 268 289 295 274  

 
-  234 300 241 284 291 264  

随意契約（契約監視委

員会点検） 

-  
9 13 27 5 4 10 

 

 

 

3%

 
13,403,150  12,642,107  12,290,818  12,660,972  12,655,952  12,886,316  

PCB

 

 

３．各事業年度の業務に係る目標、計画、業務実績、年度評価に係る自己評価及び主務大臣による評価 

 中期目標 中期計画 年度計画 主な評価指標 法人の業務実績・自己評価 主務大臣による評価 

業務実績 自己評価 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

1) 30

PDCA

 

 

 

 

 

 

 

 

30

PDCA

評定 Ｂ 

＜評定に至った理由＞ 

中期計画に定められたとおり、概ね着実に業務が実施されたと

認められるため。 

自己評価書の「Ｂ」との評価結果が妥当であると確認できた。 

 

＜今後の課題＞ 

・教育サービスの維持・向上のため、教職員の確保はやむを得な

い側面が強いものの、人件費比率が高く、硬直的な収支構造が継

続しているため、事業費に対する人件費比率の改善に向けて、教

員の配置・体制の在り方等の人事マネジメントの見直しに取り

組むことが必要である。 

・なお、今後の高専教育の高度化・国際化に対応するため、各校

の規模や地域性等に配慮しつつ、教員体制の一層の充実にも取

り組む必要がある。その際、若手教員の確保にも留意すること。 

・働き方改革等の昨今の社会情勢を踏まえた教員負担の軽減な
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51

 

 

27

5 25

  

  

51

  

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

29

 

29  

 

 

 

 

 

 

 

 

2) 

 

3)  

( )  

( ) 

 

( )  

( )  

( )  

4) 

 

5)  

30 7

30

10

 

6)  

 

 

  

1) ICT

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

どにも取り組む必要がある。 

 

＜その他事項＞ 

（有識者からの意見） 

・明石高専や沖縄高専など赤字(※)となっている高専について

は、要因を検討し、運営上の問題である場合は改善を図ることが

重要。（※「（資料編）全国の国立高等専門学校について」の、各

高専の損益計算書（抜粋）欄の経常収益から業務費及び一般管理

費を控除した金額がマイナスとなっているものを「赤字」として

いる。） 
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29

 

29  

 

 

 

2) 

 

3) 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

1) 

 

2) 

30

274 264

 

3) 1 1

30
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( )  

     

( )  

    

 

( )  

     

 

( )  

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

４．その他参考情報 

特になし 
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様式１－１－４－２ 中期目標管理法人 年度評価 項目別評定調書（業務運営の効率化に関する事項、財務内容の改善に関する事項及びその他の業務運営に関する重要事項）様式 

 

１．当事務及び事業に関する基本情報 

３－１ 収益の確保、予算の効率的な執行、適切な財務内容の実現状況 

当該項目の重要度、難易

度 

 関連する政策評価・行政事業

レビュー 

令和元年度行政事業レビュー番号 ０１４４ 

 

２．主要な経年データ 

 評価対象となる指標 達成目標 基準値 

（前中期目標期間最終年

度値等） 

２６年度 ２７年度 ２８年度 ２９年度 ３０年度 （参考情報） 

当該年度までの累積値等、必要

な情報 

 6,500  6,294  6,304  6,333  6,275  6,220  6,172  

 100  85.5 85.4 86.1 84.5 84.2 84.9  

 

３．各事業年度の業務に係る目標、計画、業務実績、年度評価に係る自己評価及び主務大臣による評価 

 中期目標 中期計画 年度計画 主な評価指標 法人の業務実績・自己評価 主務大臣による評価 

業務実績 自己評価 

  

           

 

 

 

 

 

 

  

  

 

   

  

   

  

   

  

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

1) 

KRA

26 1.5 6

29  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2) 

 

 

 

 

26

1.5 6%

 

評定 Ｂ 

＜評定に至った理由＞ 

中期計画に定められたとおり、概ね着実に業務が実施された

と認められるため。 

自己評価書の「Ｂ」との評価結果が妥当であると確認できた。 

 

＜今後の課題＞ 

外部資金の獲得に向けた様々な取組を行っているが、獲得金

額が前年度から減少している。引き続き、外部資金の獲得に

向けた取組の拡充や体制整備が期待される。【再掲】 

 

＜その他事項＞ 

（有識者からの意見） 

・明石高専や沖縄高専など赤字となっている高専について

は、要因を検討し、運営上の問題である場合は改善を図るこ

とが重要。【再掲】 

・「財務諸表の注釈に係る固定資産の過年度修正について

は、修正の内容がわかるよう記載方法を改めた。」と 79ペー

ジ業務実績・自己評価欄に記載があるが、誤りの範囲につい

ては分かるが、その内容については分からない。状況にもよ

るが、そもそも過年度修正とならないような手当ても必要。 
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29  

 

 

 

 

12

 

            

 29  30  

 2,705 2,553 

 1,184 1,156 

 

 

  

1) 

 

2) 

 

 

  

1) 

 

2) 

 

3) 

 

 

  

1) 

 

2) 11

 

3) 

34

 

4) 

12
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5)  

 

 

  

30 334,543,765

 

 

 

  

30 801,477,942

 

 

 9,928,039    

 457,006,138  

  334,543,765  

     334,543,765  

 

( 30 )

 

 

  

30

 

 16  

 

   

 

  

 36,976,605  

16

   

  

 

  

 360,614,391  

 17,225,977  
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 62,525,506,000  

 62,525,506,000  

 

3

81 4 331,417,763

 

 

  

1) 

 

2) 

100 84.9

 

3) 

 

 

  

  17 12 24 

22 17 

5.0 20 2.5

23 

17 6.0 23 

47,850 30

44,062 47,850 

 

 18 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

４．その他参考情報 

特になし 
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様式１－１－４－２ 中期目標管理法人 年度評価 項目別評定調書（業務運営の効率化に関する事項、財務内容の改善に関する事項及びその他の業務運営に関する重要事項）様式 

 

１．当事務及び事業に関する基本情報 

３－２ 短期借入金の状況 

当該項目の重要度、難易

度 

 関連する政策評価・行政事業

レビュー 

令和元年度行政事業レビュー番号 ０１４４ 

 

 

２．主要な経年データ 

 評価対象となる指標 達成目標 基準値 

（前中期目標期間最終年

度値等） 

２６年度 ２７年度 ２８年度 ２９年度 ３０年度 （参考情報） 

当該年度までの累積値等、必要

な情報 

         

 

３．各事業年度の業務に係る目標、計画、業務実績、年度評価に係る自己評価及び主務大臣による評価 

 中期目標 中期計画 年度計画 主な評価指標 法人の業務実績・自己評価 主務大臣による評価 

業務実績 自己評価 

   

 155   

   

 

 

155  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

30

 

 

 

 

 

 

  

 

評定 Ｂ 

＜評定に至った理由＞ 

中期計画に定められたとおり、概ね着実に業務が実施されたと認められるた

め。 

自己評価書の「Ｂ」との評価結果が妥当であると確認できた。 

 

＜今後の課題＞ 

－ 

 

＜その他事項＞ 

－ 

 

 

４．その他参考情報 

特になし 
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様式１－１－４－２ 中期目標管理法人 年度評価 項目別評定調書（業務運営の効率化に関する事項、財務内容の改善に関する事項及びその他の業務運営に関する重要事項）様式 

 

１．当事務及び事業に関する基本情報 

３－３  

当該項目の重要度、難易

度 

 関連する政策評価・行政事業

レビュー 

令和元年度行政事業レビュー番号 ０１４４ 

 

 

２．主要な経年データ 

 評価対象となる指標 達成目標 基準値 

（前中期目標期間最終年

度値等） 

２６年度 ２７年度 ２８年度 ２９年度 ３０年度 （参考情報） 

当該年度までの累積値等、必要

な情報 

 

 

3

 

 16 16 16 16 16 

 

 

 

－ 
0 0 0 0 0 4 

 

 

３．各事業年度の業務に係る目標、計画、業務実績、年度評価に係る自己評価及び主務大臣による評価 

 中期目標 中期計画 年度計画 主な評価指標 法人の業務実績・自己評価 主務大臣による評価 

業務実績 自己評価 

  

  

 

4,492.10   

5,889.43    

1,510.87

 

 4

492.10  

5

889.43   

1

510.87

 

 

 

 

 

 

 

29  

 

  

1) 

4

 

596.33  

3,274.06

 

292.76  

2,081.75  

2) 

 

 

 

 

30 4

 

 

評定 Ｂ 

＜評定に至った理由＞ 

中期計画に定められたとおり、概ね着実に業務が実施されたと認められるた

め。 

自己評価書の「Ｂ」との評価結果が妥当であると確認できた。 

 

＜今後の課題＞ 

― 

 

＜その他事項＞ 

（有識者からの意見） 

・譲渡に向け、財産処分の適切な手続きを進めるための方針を各高専に通知す

ることにより、平成 30年度に 4件の土地の譲渡を達成できたことは、適切な

取組の成果と考える。 
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480.69 

  

 1 

  

276.36    

596.33 

  

3,274.06 

   

288.19   

5,606.00  

247.75 

 

2,400.54 

292.76

284.39   

480.69  

1

 

276.36   

596.33

 

3

274.06   

288.19  

5 606.00   

247.75

 

2

400.54

292.76

284.39  

29  
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 1  1945 

17, 18, 19, 20, 

21, 57 2,081.75   

439.36  

1 1945

17 18 19 20

21 57 2 081.75  

439.36  

 

４．その他参考情報 

特になし 
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様式１－１－４－２ 中期目標管理法人 年度評価 項目別評定調書（業務運営の効率化に関する事項、財務内容の改善に関する事項及びその他の業務運営に関する重要事項）様式 

１．当事務及び事業に関する基本情報 

３－４ 剰余金の使途 

当該項目の重要度、難易

度 

 関連する政策評価・行政事業

レビュー 

令和元年度行政事業レビュー番号 ０１４４ 

 

 

２．主要な経年データ 

 評価対象となる指標 達成目標 基準値 

（前中期目標期間最終年

度値等） 

２６年度 ２７年度 ２８年度 ２９年度 ３０年度 （参考情報） 

当該年度までの累積値等、必要

な情報 

 -  -  -  -  -  -  -   

 

３．各事業年度の業務に係る目標、計画、業務実績、年度評価に係る自己評価及び主務大臣による評価 

 中期目標 中期計画 年度計画 主な評価指標 法人の業務実績・自己評価 主務大臣による評価 

業務実績 自己評価 

  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

30

 

 

 

 

 

 

 

  

評定 Ｂ 

＜評定に至った理由＞ 

中期計画に定められたとおり、概ね着実に業務が実施されたと認められるた

め。 

自己評価書の「Ｂ」との評価結果が妥当であると確認できた。 

 

＜今後の課題＞ 

－ 

 

＜その他事項＞ 

－ 

 

 

４．その他参考情報 

特になし 
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様式１－１－４－２ 中期目標管理法人 年度評価 項目別評定調書（業務運営の効率化に関する事項、財務内容の改善に関する事項及びその他の業務運営に関する重要事項）様式 

 

１．当事務及び事業に関する基本情報 

  

当該項目の重要度、難易

度 

 関連する政策評価・行政事業

レビュー 

令和元年度行政事業レビュー番号 ０１４４ 

 

 

２．主要な経年データ 

 評価対象となる指標 達成目標 基準値 

（前中期目標期間最終年

度値等） 

２６年度 ２７年度 ２８年度 ２９年度 ３０年度 （参考情報） 

当該年度までの累積値等、必要

な情報 

 27

100% 

98.4  99.7  100  100  100  100   

   

３．各事業年度の業務に係る目標、計画、業務実績、年度評価に係る自己評価及び主務大臣による評価 

 中期目標 中期計画 年度計画 主な評価指標 法人の業務実績・自己評価 主務大臣による評価 

業務実績 自己評価 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

28 6

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

29

 

 

 

 

 

 

 

  

1)  

5 28

6

29 3

 

2) 

1.1

1.0

 

 

 

 

28

5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

評定 Ｂ 

＜評定に至った理由＞ 

中期計画に定められたとおり、概ね着実に業務が実施されたと認

められるため。 

自己評価書の「Ｂ」との評価結果が妥当であると確認できた。 

 

＜今後の課題＞ 

・寄宿舎について、整備計画に基づき、順次、整備が進められて

いるところであるが、留学生や女子学生の受入拡大も見据え、ダ

イバーシティにも配慮したシェアハウス型の国際寮の整備など、

高専の機能強化に資する取組が期待される。【再掲】 

 

＜その他事項＞ 

－ 
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2012 2018

30 9  

3) 7

 

12

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4) 

31 3  

5) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7

12

 

9
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6) 

 

 

 

 

31 3  

 

 

４．その他参考情報 

特になし 
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様式１－１－４－２ 中期目標管理法人 年度評価 項目別評定調書（業務運営の効率化に関する事項、財務内容の改善に関する事項及びその他の業務運営に関する重要事項）様式 

 

１．当事務及び事業に関する基本情報 

  

当該項目の重要度、難易

度 

 関連する政策評価・行政事業

レビュー 

令和元年度行政事業レビュー番号 ０１４４ 

 

 

２．主要な経年データ 

 評価対象となる指標 達成目標 基準値 

（前中期目標期間最終年

度値等） 

２６年度 ２７年度 ２８年度 ２９年度 ３０年度 （参考情報） 

当該年度までの累積値等、必要

な情報 

 

 

280  316  392  432  346  397   

 

３．各事業年度の業務に係る目標、計画、業務実績、年度評価に係る自己評価及び主務大臣による評価 

 中期目標 中期計画 年度計画 主な評価指標 法人の業務実績・自己評価 主務大臣による評価 

業務実績 自己評価 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

67.6 30

60  

 

             

29  30  

66.6 67.6 

 

  

1) 

9

 

 

       

29  30  

11 9 

2) 

 

 

 

 

67.6%

 

 

 

 

 

9

11

 

 

 

 

評定 Ｂ 

＜評定に至った理由＞ 

中期計画に定められたとおり、概ね着実に業務が実施された

と認められるため。 

自己評価書の「Ｂ」との評価結果が妥当であると確認できた。 

 

＜今後の課題＞ 

－ 

 

＜その他事項＞ 

（有識者からの意見） 

・階層別など各種研修についてその効果を客観的に把握し、

研修内容に年々フィードバックすることが望まれる。 

・昨今、日本の高等教育機関では様々なハラスメントが生じ

ているので、高専もハラスメント研修に前向きに検討してい

ただきたい。あるいはすでに取り組んでいるのであれば、ハ

ラスメント研修の実施も「見える化」する必要があるのでは

ないだろうか【再掲】。 
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29

 

29  

29

 

 

 

                    

 29  30  

 

437 407 

 57 50 

 66 62 

 

  

397

8,746  

 

   

 29  30  

 346 397 

 7,141 8,746 

           

  

1) 

16

30

17

 

2) 26

30

ICT

 

 

 

 

407

50

62

 

 

 

397

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ICT
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29  

 

 

 

４．その他参考情報 

特になし 

 


